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の

i
体

t
k的
代
理
権
に
収
3

つ
れ
な
い
定
の
権
限
を
有
す
る
若
に
限
る
二
と
と
し
、
こ
の
権
限
心
能
用
二
苛
仔
貯
デ
ー
認
め

る
U
L
M
併
で
あ
り
、
新
し
い
持
政
駅
南
川
恥
と
は
、
タ
一
弥
の
通
り
権
限
般
市
山
討
を
山
九
ん
山
、
と
し
！
ょ
が
ら
も
、
寄
任
行
為
山
川
仏
、
ム
は
p
中
行
為
（
U

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

事
実
上
心
事
務
処
押
権
限
の
佐
用
」
1
／
い
い
弓
る
行
y均
川
知
人
H
ま
れ
る
と
す
る
も
の

4
F
λ

コドヲ、

勺
〆
ザ
ん
吋

v

j
可
フ

間
発
出
と
す
る
立
場
は
対

な
る
も
の
の
、
背
任
罪
の
字
体
二
ど
の
「
権
限
」
を
変
求
、
〕
、
背
任
行
為
シ
一
1

住
民
L

慌
に
市
行
為
と
す
る
ム
ィ
で
、
川
説
の
実
際
の
内

容
は
似
か
工
コ
て
い
る
じ

こ
れ
い
つ
の
足
解
は
、
行
為
昔
に
怪
限
J
f

裟
求
」
1
J

る
；
、
い
う
意
味
で
背
任
罪
の
で
件
、
当
限
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
住
限
の

1

濫
市

ー
や
し
仔
粁
行
為
で
あ
る
乙
い
え
意
味
六
日
同
行
為
心
的
存
在
明
ら
か
に
す
る
ム
張
で
あ
る
ド
で
一
ノ
に
れ
？
？
ぺ
し
か
し
、
近
川
の
棒
限
濫

け
村
持
こ
い
三
五
己
一
霊
山
ヘ
け

J

）一一
T
1
1

：
i

J

1

；〈

以
市
川
」

は
、
庁
伝
説
に
比
し
て
身
打
七
為
の
河
川
作
を
絞
れ

ー
ノ
亡
中
小
よ
、
。

ld－
f
i匂

れい
h
m
υ

日
ノ
鮮
の
山
官
庁
は

背
任
出
ζ

同
じ
く
信
行
為
背
を
処
訓
「
る
た
め
の
犯
罪
で
あ
る
と
、
予
れ
る
哨
J4山
手
か
ら
背
汗
山
手
を
戸
別
ず
る
に
ゲ
に
、

権
限
途
説
』

(f¥l人民半、 c0 I j l口三， rnc 120凶）. c . 



r日

ユ
ゲ
」
検
館
町
に

1

権
阪
濫
mm」
を
同
好
江
い
山
況
に
分
配

f
q心、

ι

〕
し
）
い
あ
る
と
考
、
凡
、
’

J

れ
る
か
、
り

戸与

ヲミ
ーゲご

必，

は
、
紘
一
凶
罪
の
r
A
斗
の
余
ゐ
ド
ア
仕
い
財
産
ょ
の
利
五
に
悶
ー
て
は
、

点主

限
必
＇守A

も
7¥' 
f工

な， 
公3

fミ

h 
L 」

いの
るj.j立
υ トυ

力勿

そに
こり ,): 
c'J: つ
j↓ 子弘、

' cい＂司
' ご託しμ 有

r カ4

" ' 」 十 三 〉

J、
円問

ず比トいく
y

「
L
F
L
J
も
、
ー
権
限

の
仁
慣
が
濫
凶
に
あ
た
る
か
許
容
さ
れ
る
』
一
の
か
の
い
別
が
こ
の
よ
う
に
仁
わ
れ
る
の
か

ρ
ず
れ
｛
二
」
よ
不
さ
、
孔
て
い
白
い
／
「
ド

一
ノ
主
、
O

L
y
u
v
 

そ
も
そ
も
、
近
時
の
権
限
品
川
市
説
に
ふ
る
主
体
の
限
定
も
成
功
し
て
い
る
乙
は
川
い
難
い
も
の
で
あ
っ
～
。
法
待
行
為
を
行
う
r
ザ
限

に
沼
恒
ら
れ
な

のよ明
J

務
処
理
住
民
が
行
為
者
に
怖
わ
、
ノ
て
レ
な
け
ー
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
わ
か
る
も
の

権
凋
引
の
H

ハ
体
的
わ
汁

容
が
不
さ
、
れ
る
こ
と
ぽ
ほ
と
ん
と
は
か
っ
た

た
だ
し

少
数
な
が
ら

¥'[ 
唄

のよ〕
LP十

γ小
そ
う
と
の
試
み
も
U
A
ら
れ

る
J

A

一
企
れ
は
、
汗
任
罪
y
n
M
F
升
欺
及
ぴ
恐
喝
心
思

の
半
に
泣
か
れ
え
と
こ
ろ
か
ら
、
介
恥
弘
法
喝
罪
と
同
様
、
符
仔
尽
を
波
音
者
心

川
町
産
に
つ
い
て
の
現
社
：
r

ぬ
る
川
処
分
伝
忠
を
長
憾
と
す
る
討
所
犯
と
性
格
づ
行
す
7

旬
、
、
、
一
か
ら
、
事
務
処
理
者
と
は
、

一
本
人
に
代

わ
っ
一
ご
法
律
行
為
に
よ
る
財
産
処
分
に
つ
い

C
の
可
、
思
内
容
JY
仇
定
「
る
こ
？
と
が
訂
さ
れ
と
い
る
」
者
、
ハ
体
的
に
は
、

本
人
の
財

定
処
分
に
つ
い
て
の
意
思
内
容
決
定
前
程
ふ
よ
り
も
の
に
悶
f

ヲ
す
る
者
及
び
「
き
応
内
容
1
4
h
主
過
程
そ
の
も
の
に
は
問
与
し
た
い
が
、

そ
の
決
定
過
符
を
慌
包
「
る
者
」
で
あ
る
と
託
く
し

二
〕
l
L
P

占ーホ、

Jλ
雀
U〈

、

d
l
h
ノ
角
；

j
p
H
L

の
内
容
ヶ
「
財
定
処
分
の
決
以
過
程
全
般
の
い
ず
れ
か
い
悶
わ
る
桟
阪
」
γ
と
見
て
い
ゐ
J

い
え
よ
う
（
こ

れ
い
、
モ
リ
、
背
任
行
む
に
は
、
特
有
行
為
も
今
ま
れ
、
叶
法
律
行
為
に
阪
3

つ
れ
な
い
こ
と
は
川
町
、
り
か
と
な
っ
た

r

しし
m’L
、
そ
の

rtノな

「
従
限
」
心
主
と
、
ど
の
も
D
h

つ
仕
い
も
伎
の
4
Z
I
U
れ
い
が
山
内
任
行
為
に
斗
た
る
の
か
に
つ
い
て
は
万
円
ん
が
な
く
、
ポ
ヘ
刀
川
町
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て

パ
ド
る
の
て
あ
る
、

川
小
ト
の
品
開
封
か
ら
は
、
青
年
い
行
局

η
組
制
ー
は
、
化
円
任
罪
け
、
体
を
限
定
し

F

ふ
う
乙

γッ
G
d
？

と
よ
っ
て
iu
、
j
L
ゲ
」
山
川
：
仁
叉

l

I

C

守

I

7

1

i

l

；も

れ
て
い
る
こ
は
い
え
は
い
一
い
ろ
い

F
が
わ
か
る
よ
う
に
巴
わ
れ
る
。

日記 I、法学108 1.：川ti) l<汚 c＇υ1;9.s' 



品
川

μ
一
叫
仏

川
内
利
加
害
日
的

1
2
 

存ハ！
7

阿
じ
条
は
、
土
観
的
吹
か
l
d
l
）
て
故
台
以
外
に
い
わ
人
げ
る
凶
利
引
バ
門
日
的
右
手
（
デ
／
て
い
る
ο

可
日
的
の

E
霊
山
・
内
谷
に
コ

ご
ト
之
、

F
H
l罪
の
本
質
及
び
：
l

什
仲
の
組
問
乙

uwん
で
夜
ん
に
議
論
が
p
「
わ
れ
て
き
た

J

翻
意
、
し
れ
る
べ
き
は
、

本
企
庁
粁
行
為
に

h

ρ
て
リ
ヴ
一
息
さ
れ
る
べ
き
杯
前
一
的
宇
い
布
引
、

↑
伊
也
’
「

J
宇

一

！
？
ー

函
叩
刊
加
パ
Z

門
司
的
i

要
件
に
取
り
込
ま
れ
て
J

る
よ
う
に
見
え
る
円
で
あ
る
u

吋
例
は
、
」
凶

「
し
門
戸
一

本
人
の
利
低
合
図
る
河
お
L

小
占
め
れ
ば
川
内
加
害
パ
ヨ
的
zvzhア止
L
て
い
る
、
と
仏
ら
れ
γchυ

、

ー（ふ土乙｝てく）

：J

ハfr
リ一中小、

ぞ比一一ずい
v
n
v
f
k
y

そ
の
よ
～
勺
な
判
的
ん
と

本
人
の
利
採
を
設
付
け
る
ヰ
鋭
的
州
市
宇
治
を
主
初
し
こ
忍
ー
ιγ
る
傾
t

叫
に
丸
山
る
か
ら

山

十
い
は
は
、

考出

例
え
ば

新
山
民
地
問
昭
和
と
九
甘
五
月

－

U

パ
一
歳
人
は
、
衣
件
各
融
J

河
口
M
A
杜
に
川
け
す
る
対
p

引
の
債
権
回
収
を
出
る
た
め

必
安
門
h
小
限
度
心
約
四
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ド
エ
張
す
る
行
れ
ど

b
、
況
に
認
定
［
た
本
件
山
町
i
時
心
A
社
の
業
況
、

在
り
い
の
州
出
求
状
況
弓
か
ら
ナ
れ
ば
、
容
相
限
的
に
み
て
批
存
信
柱
の
匹
収
ん
は
も
と
よ
り
、
本
汁
各
川
融
資
古
心
確
実
な
阿
収
は
到
山
崎
山
刈
／
打
で

;.:1i1・n:, 

の
内
心
に
お
い
と
債
権
同
似
を
凶
る
立
川
門
わ
有
し
f
L

い
ヒ
と
し
て
も
、
エ
れ
は

つ
え
の
ポ
あ
る
か
ら

ミ
」
～
仇
い

行ff＂＇に fつける↑「務述11Y fr作行為）

も、大王え
の、以五
で高的
主ノ 判 1jj 

句、ド百β

成＇！＂：
ノ＜ I土

'i・ 之
月 L、
！＇、 1'1•.

：」丘な
も匂

:1~ 
r十
と

~~ ,. 
＝工f

；~ 
ダ

と
し
て
同
利
加
芹
円
的
h
ゲ

L
P
H｛巳
I
J
、
ま
た
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

R
ホ
テ
ル
の
再
悶
鷲
プ
7
ジ
ニ
ク
ト
沿
る
も
り
は
、
エ
れ
一
日
体
実
岐
川
股
性
一
り
極
め
と
4
7
し
い

（
強
調
、
引
用
者
）

彼
白
人
に
釘
レ
て
も
、
。
匂
て
の
当
時
、
一
地
住
物
の
梓
利
関
係
や
行
政
の
許
認
可
の
有
無
・
可

f

首位
d

、
一
件
関
党
の

と
め
の
茶
4
的
な
雫
明
、
さ
え
区
長
ユ
口
げ
位
一
言
で
悶
係
機
関
ゼ
前
上
九
同
し
た
刊
行
川
げ
ら
け
見
つ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
円
阿
川
九
利
絵
に
よ
る
回
収
は
、

間
以
判
決
が
い
う
よ
う
に
、
開
問
符
仕
い
し
願
望
ム
に
過
ぎ
な
い
4
の
と
あ
り
、

い
ア
れ
が
あ
ゐ
た
め
に
川
氏
作
印
刷
の
判
刊
誌
を
図
る
門
的
を
め
っ

～一一
h
折
、
府
民
信
組
t
Z
4

宝ロ

f
る
司
ー
的
が
な
か
っ
た
こ
か
訂
市
ず
る
守
｝
／
一
は
で
き
な
い
」
r

強
調
、
引
凶
刑
者
」
一
述
べ
て
い
る
〉

ま
三
、
！
か
だ
銀
行
心
川
M
M
H
ら
小
、

i
胞
の
購
人
資
金
及
び
材
交
資
金
等
心
不
け
山
間
資
を
行
3

に
と

L
て
特
別
問
行
ー
許
に
問
、
わ
れ
た
ギ

一
月
有
日
は
、
本
件
拡
大
H
に
際
し
、
正
右
勢
焦
し
て
い
～
レ
シ

T
i
ク
一
三
ノ
会
員
権
心
拍
古
り
保

案
で
あ
る
伝
川
平
成

庁

(f¥l人民半、 c0 (l IC7' l07 120凶）. c . 



r日

社へ
1
J

心
償
還
資
金
を
同
社
に
確
保
さ
：
？
」
と
に
よ
り
、

じ
と
ら
出
…
伎
な
関
係
に
あ
る
ハ
リ
相
川
町
設
に

4

の
利
、
ト
古
川
凶
る
と
い
〉
7

h
f
i
f
i」
占
l
小
、

f

k

i

1

4

1

1

1

 

動
機
が
あ
コ
た
に
ー
て
も
、
r
七
資
金
心
一
保
の
た
め
に

O
梢
」
日
銀
行
に
と
っ
て
極
め
て
間
設
が
大
き
い
本
手
融
資
吉
行
わ
白
け
れ
ば
な

J、
円問

ら
ヨ
い
に
い
う
必
中
古
件
、
緊
急
什
ば
臼
め
つ
れ
な
い
こ

Z
Jに
4
出
J
L
J
f
y」、

E

a

そ
れ
は
級
資
の
叫
れ
に
的
な
動
機
で
は
な
く
、
本
件

吋
肌
資
は
、
↓
丁
、
t
L
ブ
ー
、
京
の
寸
つ
は
「
ら
の
利
斗
J

い
と
図
る
司
的
JVγ
も
f
J
J
1
L

行
ゃ
れ
U
J

と
い
h

つ
こ
と
が
で
、
JF
る
l

ζ

判一
4
1
子
、
本
人
同
利
一

の
訟
絞
が
決
定
的
で
は
な
い
ζ

い
う
認
定
を
行
う
際
に
、
町
長
官
が
本
人
「
O
F
V
有
利
抗
一
行
）
に
与
え
る
同
町
松
山
い
し
ぶ
き
さ
、
及
び
、

慌
r貨
の

必
安
住
緊
急
叫
心
不
存
在
と
工
つ
冬
山
間
約
宰
怖
に
戸
及
し
て
い
る
に

確
か
げ
L

、
行
為
有
の
主
観
百
九
乞
認
定
す
る
際
に
、
零
観
的
事
清
も
絞
殺
江
拠
と
し
て
出
レ
ら
、
れ
る
の

〆

九

〆

、

口

2

1
ナ
ん
！
日

垣
と
と
る
わ
為
に

一
半
人
の
利
掃
を
長
付
行
る
存
観
的
事
情
一
が
あ
る
な
ら
ば
、
を
も
コ
に
も
容
創
的
に
苛
れ
L
行
為
で
は
よ
円
い
、
と
い
う

こ
と
も
川
能
で
み
る
よ
う
に
店
わ
れ
る
へ
と
の
よ
う
ほ
事
情
「
可
任
わ
為
心
院
比
げ
を
」
認
識
す
る
必
裂
が
忘
る
と
い
わ
ね
ば
ば
ら
な
い
で

目、一コ）
v

f
d
J
r
マ
一

こ
の
ト
什
、
中
川
出
勺
て
は
、
一
古
川
川
、
日
什
占
有
産
品
川
と
関
係
づ
け
つ
つ
凶
利
加
卜
古
川
的
心
台
当
日
叫
吉
長
え
置
z
hっ
と
す
る
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
い

マ
Q
L
Z
」
メ
七
日
に
あ
ツ
U
V

同
誌
は
、
予
務
達
北
は
な

日
午
人
に
と
っ
て
突
が
以
前
切
に
不
利
益
な
行
為
」
と
抗
メ
一
、

ァ
〆
の
認

η

誌
を
ヤ
成
立
の
山
内
U
L
Y

し

て
虫
、
丸
一
ず
ゐ
こ
と
ケ
4
3
て
、
阿
利
。
和
一
Lt
一μ的
目
、

ム
人
に
交
流
的
に
不
利
、
い
た
行
為
主
行
v

ノミレ）
U
’
J
さ
れ
る
と
の
汚
仙
の
ぽ
阿
波
の

ウ
？
え
を
不
可
詞
こ
す
る
じ
了
土
中
市
川
乏
し
ん
～
止
に

ミ
の
見
解
は
、
図
利
配
中
↓
的
で
考
慮
さ
れ
て
い
た
客
制
附
出
品
閣
を

ぉ

粁
務
迭
を
円
安
わ
い
の
考
慮
要
素

4
L
一
に
や
笠
つ
け
て
い
る
こ
許
制
さ
き
ょ
う
。
も
っ
乙
も
、
十
俗
説
の
安
一
日
…
は
図
利
何
百
円
け
的
の
戸
川
義
を
一

定－
J
る
こ
と
に
あ
り

任
務
埠
背
に
闘
し
て

い
る
わ
け
で
は
白
い

で
は
、
川
J
一
二
四
し
条
河

一
そ
り
汀
務
に
背
く
行
為
」

／）

γつ
ノ
波
件
山
口
体
に
湿
一
！
ー
で
は

4
例
学
説
に
お
い
て
ど
の
寸
つ
な
解
釈
が

行
わ
れ
と
き
た
の
か
。
引
き
続
い
て
検
！
イ
川
」
つ
る
ハ

日記 I、法学108 1.：川SJ l<沼 c＇υr;9.s' 



考出

ヘ1
2
1ヘr
出
に
お
日
る
ι
目

mp
心
沿
い
中
に
つ
い
了
、
は
、
七
手
設
］
男
一
じ
円
工
山
寸
？
の
ヤ
允
『
一
句
正
義
男
校
時
列
坤
i
J山
弘
耐
え
か
主
一
、
一
ー
ん
斗
九
、
八
ハ

什
以
l

初
出
叩
一
似
出
土
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七
）
！
ハ
先
日
下
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附
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語
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し
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賞
」
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主
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し
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一
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目
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己
十
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戸
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に
R
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h

一
山
般
に
つ
い
二
日
独
心
！
h
f
A
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一
亡
え
た
詳
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い
川
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行
て
い
る
グ
ば
、
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川
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刷
調
書
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卜
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一
社
川
反
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背
任
罪
の
下
山
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荷
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宇
ハ
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一
九
一
有
｝

Y

門
勺
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～
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司
刑
法
各
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一
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ん
5

一
ハ
九
円
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2
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に
院
し
て
、
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藤
重
寸
ハ
釘
一
、
止
山
吹
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片
法
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n

一
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こ
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い
ハ
［
時
識
で
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一
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p

一日
T
任
、
評
論
二
百
事
法

問
宰
J
M
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、
品
二
ノ
（
一
与
八
、

H
Y
M
山
山
川
判
同
！
パ
八
、
ひ
号
、
ー
ハ
ヘ
守
、
一
ハ
ヘ
！
っ
す
、
一
ハ
八
ん
す
「

f
p
J
ん
て
耐
え
百

背
任
罪
」
f

ム
教
二
九
1
2
r
J（
ノ
一
立
）
川
八
一
r
h
iムハ
Jmu

ヘ5
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こ
れ
ら
心
」
一
ハ
に
つ
き
、
大
村
亀
ぷ
同

ι
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の
Z
’
「
琵
琶
一
山
林
一
仁
詩
へ
門
ワ
一
、
一
ー
ん
土
）
主
店
、
「
軍
前
例
市
丈
二

J
R、
l

w
市
計
時
再
一
ペ
荷
幹
人
「
刑
法
人
立
州
、
第
一
版
〕
（
二
リ
リ
じ
）
↓
六
七
九
ペ
寸
与
一
日
〈

て
ふ
り
一
江
式
市
一
一
つ
手
心
取
引
ソ
的
fJ宮
小
前
掲
吉
一
円
台
h

（
川
山
川
本
～
同
小
山
バ
1

二
世
（
九
川
い
ア
バ
〕
～
比
五
十
参
陪

J

（7
｝
判
例
は
、
品
十
六
h
九
九
平
理
1
h
忍
wm
山
／
什
為
に
m
円ハハ叫午、
A

h
竺
リ
チ
指
定
1

ど
い
る
k

こも
2

っ
、
少
な
く
と
U
H
片
山
市
内
栓
注
財
布
一
込
山
ω心
人
j
t
u
、〈

さ
れ
て
い
る
ニ
任
務
店
す
」
わ
駅
出
に
附
し
て
行
為
の
右
効
Z
効
の
判
断
か
し

i
v
〉
た
原
審
の
ル
中
山
町
J
f

込
認
L
七
長
決
昭
利
二
人

ヘ
川
主
一
〕
在
二
u

勺
川
ハ
口
市
子
加
て
－

一£
U
J
M
N
孫
刑
託
制
世
乞
い
論
「
治
一
版

J

一
一
九
札
口
J

f

ハ1
3

一
一
一
、
中
本
立
で
け
別
次
各
論
（
第
一
収
－
一
一
九
九
人
、
一
じ
っ
円
、
体

前
U
三
一
一
戸
一
民
、
わ

1
3示
七
一
汁
任
罪
一
之
原
応
需
ほ
か
川
口
川
仏
間
一
論
り
耳
品
川
的
民
間
｜
｜
々
弁
論
一
ヘ
九
九
円
、
二
正
問
、
い
い
戸
改

川，

T
持
川
市
町
二
LN

二
r11
］
』
ハ
J

乙
ん
一
川
一
仁
豆
、
台
悦
成

m

『川－

K
2型装山口，
m
H
h
会
話
〔
第
版
）
』
｛
（

l

一

一

一

行

一

賓

待

久
町
内
作

u
刑
土
、
名
um－
－
ハ
リ
ハ
、
ハ
一
一
九
百
、
訪

H
f＋
仏
、
「
刑
法
拝
論
講
仇
J

州
市
凹
版
］
ご
っ
つ
f
一
一
一
斗
f

川
豆
、
川
端
情
引
刑
法
名

論
議
義
一
戸
ヘ
ノ
コ
七
一
二
日
官
、
学
香
田
近
守
、
今
月
対
語
ほ
か
一
日
法
各
論
一
一
f

〉／
U

L

P

二
五
山
、

h
刊
行
聡
一
郎

J

は
、
古
前
A

ど
L

木
不
乙
v

F

て
「
被
合
右
上
叫
ん
っ
、
お
r
疋
さ
れ
た
日
出
荷
管
理
む
命

ν
c
札
立
た
は
問
、
が
に
長
ね
っ
一
札
：
1
4

る
い
吾
が
、
九
一
」
幻
管
迎
権
ノ
〆
一
ナ
ド
川
市
ま
こ

は
逸
脱
1
、
絞

±ι
二
日
山
容
J

一
の
山
南
学
「
中
加
る
ん
テ
ヲ
i
こ
を
背
任
乙
1
1
刊
が
f
A
M

管
理
梓
説
－
ち
化
け
円
れ
て
川
る
可
こ
の
日
炉
ば
、

従
来
日
な
か
へ
～
ι
円れ川宇
h
h
v

口
、
定
方
法
を
ハ
一
4
も
心
で
ふ
一
心
令
！
日
】
わ
れ
る
吋

一
、
む
）
藤
本
下
が
「
川
江
主
陣
表
作
ホ
盟
、
ん
じ
ヘ
ニ
同
二
員
、
ム
ヘ
環

f
日
川
法
科
前
さ

;.:1i1・n:, 行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

改日
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版、

九
八
凶
）
六
一
パ

つ
ハ
ム
ホ
小
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大
主
瓦
時
一
向
法
講
義
各
論
一

F
税
収
一
波
一
、

U

ハ
）
ん
）
ア
J
F
A

（
山
一
内

U1I昭
u
川

J£
両
方
拍
一
市
〕
二
九
九
六
一
一
問
有
己
、
で
貯
前
仰
向
「
位
一
領
｝
常
打
、
再
一
而
L

一
同
円
山
川

c

一日
F

Z
門
U
e

前
U
均
読
士
山
十
円
貝
、
松
育
子
市
川
一
r
h
J
山
各
論
宗
ぃ
阿
…

j

n

一C
C
八
～
（
「
』
円

p
t
I一
三
川
市
叩
前
拐
喜
二
戸
弘
一
口
、
出

川
前
出
向
主
三
二
人

REJ怠
州
υ

ヘ
ロ
一
判
松
リ
『
再
「
ω刑
I
一
判
明
論
H
F

札
八
八
同
一
立
口
一
）
っ
と
札
、
背
任
罪
、
砧
沼
い
非
ば
一
校
位
二
時
峠
別
伐
の
悶
係
に
一
り
る
r

〕
も
述

へ
て
い
る
蕊
以
前
川
内
初
口
ニ
r
I

川
良
、
ム
ヘ
以
e

前
掲
苔
六
五
J

頁「

一九
J

V

山
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厚
一
問
題
限
究
刑
法
r
昔
前
一
一
九
ん
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一
九
凶
立
で
は
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時
｛
け
権
限
r
叩
附
説
f
山
処
泊
料
M

一段
r
ど
と
い
よ
り
る
、
し
）
し

つ
背
任
罪
こ
同
岐
に
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任
問
係
り
伎
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室
要
仕
え
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棺
出
罪
か
っ
？
任
罪
主
ド
別
ケ
ム
ヲ
℃
」
ピ
、
下
町
山
の
重
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が
あ
る
こ
号
、
え
つ
れ
る
一
、
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P

れ
L
i
v
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三
一
）
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出
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了
日
一
科
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川
七
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（
〈

一
口
一
二
、
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一
人
仏
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体
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が
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れ
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し
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＼
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叫
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わ
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わ
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司
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－
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＼
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わ
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司
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光
相
互
組
行
宇
件
）
υ

一
、
江
）
判
時
一
行
九
日
！
号
川
九
三
、
大
似
同
川
信
組
事
1
〕ぃ

r日J、
円問

、
、
ノ
、

一l

〆
＼
f
ノ

山
内
江
主

日記 I、法学108 1.：キlけj110 c＇υr;9. s' 



ヘーい一

一

γ
μ
i

（
円
山
一ヘ

）
ぺ
）
L

、、 川
集
↓
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什
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叫
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仇
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什
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＼
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叫
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収
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凱

E
！
糸
口
付
極
的
に
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へ

パ
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搭
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す
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、
司
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、
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1
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dア－
ur

吋』
ο
る
不
利
益
性
」
役
問
題
E
3
Q
J
U
乃
て
あ
Q
1
r
｝！

1

1閉
山
に
「
で

1
々
ル
治
判
断
｝
ノ
三
本
九
日
刊
す
る
不
利
益
性
が
芹
定
え
れ
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ハ
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川
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る
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な
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一
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、
7
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t
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介
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て
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一
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d
A
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ヒ
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ほ
y
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肝
／
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刑
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r
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藤
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批
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中
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v
J
3
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j
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中
古

ペ
ノ
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Y
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刑
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ペ
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〈
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川
す
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）
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ハ～
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一
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背
任
行
為
吉
巡
る
議
ヘ
嗣

拾

お；

「
伴
務
迫
L
H

の
，
心

4rι

〆
」
ム
マ
ム
州
ふ

「
臼
務
に
背
く
ご

t
ば
、
法
律
上
張
本
止
ら
れ
る
、
引
守
口
キ
欽
〈

に
反
ず
る

P
T
Aを
制
ふ
っ
日
一
九
心
妥
託
の
趨
己
H
は
ー
官
設
誠
実
の
観
念
に
よ
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

つい一

木
旨
に
災
い
山
一
h

ー
に
之
を
処
河
す
べ
さ
義
務
を
国
間

5
t、

行
竹
務
返
宵
L

概
念
は

口
く
は

「f
d託
の
趨
U
H

任
給
γ
〈
は
斗
議
事
務
心
性
質

一
犯
A
、
の
地
位
に
明
ら
し
ご
向
通
と
な
る
一
定
心
義
務
浸
背
の
行
為
中
前
ふ
l

平
務
の
性
質

i
一
般
的
以
前
義
誠
実
義
務
り
U
K求
「
る
と
w

ろ
の
よ
川
汗
日
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係
に
迅
反
「
る
行
為
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で
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め
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、
な
と
／
エ
ヰ
ム
認
さ
れ
と
い
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以
L
L
の
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、
ん
て
出
向
伝
説
に
d
J
J
識
者
に
も
仏
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
、
れ
日
除
も
、
背
伝
子
山
か
り
の
定
義
に
立
川
本
的
伝
法
い
は
な

U

」
ず
な
ね
ら
、
以
季
τ日甘い
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れ
し
品
を
、

1

七
義
誠
ア
、
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献
念
に
反
十
る
事
務
処
球
で
あ
る
／
「
て
い
る
の
を
雫
引
に
、
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誠
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な
事
務
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日
立
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に
反
す
る
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為
」
、
一
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故
刊
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処
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と
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〈
法
的
に
期
刊
さ
れ
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為
ヘ
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務
処
述
に
お
け
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認
が
加
に
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背
す
る
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品
、
」
ヲ
な
わ
ち
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の
事
務
の
処
在
者

ζ
L
て
当
設
事
情
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も
に
で
信
義

引
当
然
な
ヲ
ベ
ノ
＼
間
待
さ
れ
る
行
誌
や
）
し
な
か

J
J

心
ご
と
一
、
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い

一
市
有
に
よ
円
ご
若
干
ニ
λ

F

ン
ス
、
い
け
入

ヘ」コ司令点、のの

内
山
ぽ
某
ヰ
リ
町

ι同
川

と
者

dx
、
ょ
レ
で
あ
ろ
う

f

こ
の
こ
と
は

ず勺

EMr
の川
J
別
川
ほ
ど
と
さ
れ
亡
い
る
勾
別
背

yr山川

？
の
ド
レ
筏
に
日
弓
く
行
為

（
会
川
問
、
い
い
九
六
ぺ
U

条
込
J
）

L

お
け
る

に
も
巾
」
マ
は
ま
る
す
な
わ
ち

事
時
冷
処
坪
に
お
け
る
会
悼
と
の
信
任
院
弘
に
違
背
す
る

「
一
、
特
別
背
紅
肢
の
一
ー
し
体
た
る
身
分

を
台
ず
る
若
が
、
去
の
伝
務
で
あ
る
事
務
処
川
の
う
え
で
、
七
J

～λ一上

校
的
に
要
求
さ
れ
る
に
川
兵
問
川
伊
、
口
生
ず
る
信
に
ト
関
係
に
選
以
す

る
行
為
を
な
す

な
yly｝
定
義
主
れ
I
い
る
の
で
あ
る

J

日
い
れ
務
川
河
出
刊
の
完
売
と
い
う
点
て
は
、
権
以
濫
m明
前
や
る
と
て
も
状
討
は
ざ
し
て
生
わ
り
な
い
し
ま
ず
、
代
用
権
併
用
説
に
よ
れ
ば
、

代
理
権
の
濫
日
が
任
廷
判
一
祥
行
fdと
な
る

v
f
r
ν
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
説
の
前
若
に
一
三
て

概
念
が
具
体
化
さ
れ
℃
い

る
1
行
行
で
は
な
い

瀧
川
は
、
伴
務
連
品
H
災
件
に
つ
き
、

「「りての

H
務
に
白
雪
P

ーしいムノ

ιししは
記
の
権
限
あ
る
こ
と
を
2

引
抜
L
Y

す

る
」
／
ア
し
、
「
時
ん
い
に
泌
ヒ
泊
巾
の
処
需
を
こ
る
権
限
あ
る
者
に

L
て
始
的
て

一いu
（
任
務
に
背
き
た
る
行
為
を
為
L
H
付
る
の
で
あ
る

J

市
叩
ゆ
る
誠
実
義
務
造
反
は
喧
々
の
処
置
を
ぐ
り
得
る
権
限
の
コ
レ
ラ
ー
ト
で
な
け
れ
ば

u
b主
い
と
述
べ
る
の
み

汗
花
町
浸
北
H
ど
は
、
宇
花
町
処
辺
者
が
で
の
権
限
・
議
買
の
行
使
と
し
て
行
っ

乙
平
務
の
処
恐
が
、
当
該
心
事
情
り
も
〆
一
で
ド
i
吹
い
為
ザ
ヒ
デ
dfbdの
こ
野
山
侍
さ
れ
る
い
h
b

咋
に
み
に
な
い
こ
こ
を
い
う
」
、

北
円
伝
的
権
州
出
品
別
乱
。
論
者
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、

本
人
の
事
務
J
V
F｝

日記 I、法学108 1.：キ12) 112 c＇υr;9. s' 



て 児ニ

L主 i早
i亥 4一
H る
体毛t 
f可と
二ド し
i可亡
の 勺
q, 伝夫之

→ベ
P失き

~~語
,, C'〕

ミ玄 ; 辛

A雪
こ

詰Flごチ

刻｝」

守込jミ~一
」 Jと：し 昔

異1宇
fr -r 
f古 F主》1〉

l、ii
ヲ 務
よ”
と；〆

是J、
へ も十

才王 帝

L、＇J)

1 埋
棒高
阪と
；監！ノ

川」

ζ

い
う
以

l
、
権
限
逸
脱
行
為
は
ι止
ま
れ
な
い
こ
こ
が
前
提
と
な
る
が
、
η

こ
の
ム
ホ
の
ゴ
、
で
肝
務
違
斥
」

日
説
〆
｝
宍
な
る
も
の
で
は
は
J
n

の
定
義
そ
れ
口
体
は
日

主
将
有
に
お
い
て
は
、

新
）
〕
い
姑
市
川
悦
掃
明
ア
叫
か
ら
は
、
去
十
中
大
ト
の
ボ
ア
務
州
国
道
権
限
り

rm川」
h
r
出
円
仔
れ
為

ζ
L
E
引
札
え
ら
れ
7
、ぃ

…～～人｝〕

μ耐
用
説
を
出
発
ト
門
…
vぐ
す
る
一
月
一
利
2
背
伝
説
を
出
発
点
と
す
る
背
信
的
椛
浪
濫
用
一
川
引
の
追
い
じ
五
百
机
し
て
、 向

山
礼
の

考出

一
と
は
汀
信
一
止
と
対
立
す
る
意
味
で
田
川
L
ら
れ
て
い
る
の
可
丸
山
っ
て
、
議
恨
の

抗
日
小
児
ら
れ
る

υ

;.:1i1・n:, 

「
民
間
期
ね

［
か
し
な
や
か
ら
、
背

ι行
為
に
つ
い

czれ
以
一
一

C
R私
的
に
山
口
浅
は
不
き
れ
て
い
に
い

υ

〕生

も
背
斗j

行
為
に
ιTけ
ま
れ
る
と
わ
指

以
子
宮
市
女
計
る
L

一
任
務
達
出
汁

杭
ふ
プ
は
、

信
表
一
誠
実
一
、
一
事
内
初
心
本
旨
一
、

等
に
1

可
す
る
泣
出
汁
と
い

4
U
ー
に
は

定
義
さ
れ
て
お
ら

r、
少
は
く
と
も
主
義
の
レ
ベ
ル
ゼ
は
、
北
片
山
行
行
r誌
の
内
科
は
極
め
て
桜
扶
で
め
る
こ
と
が
州
、
り
か
と
い
え
る

d

り
J

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

れ
て
は
、
学
説
及
び
河
川
判
が
実
際
～
～
J
の
よ
う
な
芸
市
JY
も
っ
と
任
続
還
記
は
の
ん
吋
伽
加
を
刈
断
、
じ
て
い
る
の
か
そ
見
る
こ
と
に
し
下
士
、
ノ
。

詰
N 

「
円
務
t

堰
背

の
判
阿
茶
叩

dm
周一

2

；、i
1

7一
a
T
一面
J

ま
ず
、
「
法
令
、
子
晶
、
川
地
法
、
舎
と
説
、
山
口
規
、
契
約
百
に
反
す
る
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

わ
い
務
事
L
背
の
判
断
基
塗
を
混
一
ノ
て
目
、

1hlv

川
町
疋
的
制
誌
を
生
ぺ
r
「
め
る
竹
千
代
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
」
、
原
則
的
に
粁
務
追
背
に
な
り
、

凶
利
一
加
小
古
川
門
的

じ
は
刻
に
い
、
ぇ
h
、
本
人
の
f
め

の
有
無
を
検
！
刊
す
れ
ば
足
り

こ
れ
は
、
午
ー
務
室
背
中
一
向
一
小
さ
れ
土
足
範
に
従
勺
て
形
式
的
に
時
断
ず
る
説
、
に
注
射
六
れ
て
い

あ
と
は
財
洋
的
出
合
す
い
の
認
識
h
u
f
o
び

し
か
し
、
点
ー
一
説
が

j事

(f¥l人民半、 c0 (l 1'3' 1L3 120凶）. c • 



r日

実
際
に
任
務
法
芯
い
い
判
附
寸
士
一
形
式
的
に
？
？
勺
っ
て
い
る
と
は
い
い

て
PI3ワ

、
よ
う
に
巴
わ
れ
る
」
事
務
処
刑
川
者
が
事
務
処
理

江
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
は
、

i
u川
規
公
の
目
立
ノ
な
形
式
的
ヨ
ー
も
の
ど
け
で
な
く
、
例
え
ば
、

1
1任
者
心
荒
川
官
、
正
告
義
務
～
民
作
ハ
刊

J、
円問

hi 
'-' 
芳ミ

や
此
い
凡
ム
宮
仕
の
政
紛
役
の
忠
実
義
務

Ii 

の
よ
う
な
紋
条
明
的
主
義
務
4
あ
る
ロ
し
か
t

〆
、
そ
の
よ
う
な

川W
J
M
品
、
〈
心
対
日
明
恥
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
は
い
。

ま
に
、

、
わ
か
る
冒
険
的
取
引
の
場
而
に
お
い
て
、
裁
豆
採
り
範
出
h

凡
で
為
る
か
さ

り
汗
務
、
司
河
川
；
峠
ト
エ
は
な
h
，
な
と
こ
す
る
の
み
で
、
法
令
等
の
義
務
の
這
反
乙
の
民
係
が
一
J

及

3
れ
亡
い
日

v

な
ど
、

ー
山
川
だ
る
形

l
A
v
t
白
川
析
し
〈
い
h

つ
料
組
は
粍
け
さ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
丸
る
。

訂
以
心
円
つ
罪
に
関

L
Lも

当
市
刊
行
持
が
法
令

内
規
生
サ
に
基
一
足
L
U
J
る
場
介
は
、

札一一九一一ごとと

J
り
、
七
三
1

内
三
千
坊
主

〈

i

l

l

t

t

t

j

t

i

t

J

F

J

；

北
弓
ゅ
の
い
ノ
と
い
、
つ
一
と
げ
か
で
六
一
、

一申ノぷ
A
的
に
会
祉
の
不
利
訴
に
ほ
る
か
と
う
か
一
と
い
、
つ
こ
と
は
、
川
内
利
加
害
口
約
な
い
し
は
財
蛍

の
長
官
H
C
点
で
一
寸
伍
さ
れ
る
べ
与
で
で
み
る
と
の
け
見
解
が
。
一
下
張
き
れ
て
い

Mm
勺一レ
I ｝

j

’U

円り』」、

ご
立
一
又
工
に
パ
立
パ
一

J

マ

－
F
J
｜
い

L

I

3

7

は
、
「
U4ハ
刊
的
事
官
ベ
に
山
。
之
、
、
九
百
ド
り
↓
い
任
に
じ
は
し
ー
に
か
ど
っ
h
7ピ
吟
π
州
、
す
る
こ
と
に
な
ァ
匂
」

「
は
ム
下
、
｛
疋
』
ぷ
、

M
a打
河
本
J
V

1
f
f
ぇ
：

J

、

1
／、
f

一
位
っ
て
い
L
r
J
し
で
も
、
戸
川
い
務
違
背
J
な
る
場
～
υ
が
為
る
こ
と
は
い
ぶ
ま
で
も
な
い
」
と
さ
れ
る
代

t
山～
μ
刊
日
の
茂
反
と
い
二

J

形
式
的
な

甘
丹
準
が
任
務
還
北

J
t肯
定
す
る
お
山
て
の
み
片
間
的
に
h

起
用
さ
れ
る
こ
と
が
王
而
？
っ
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
為
る
r

以
ト
の
一
見
解
は
、
（
必
式
的
な
）
法
令
生
d

の
追
反
宮
、
任
務
農
村
円
ピ
判
断
す
る
際
の
つ
の
資
料
と
考
え
る
と
い
↑
ノ
に

2
ど
ま
る
と

し
ぇ
、
て
7
〉
そ
れ
つ
に
よ
っ
て
3
0
、
法
令
等
の
違
反
が
九
旧
け
れ
ば
任
務
選
出
H
が
，
内
定
さ
れ
る
ト
U

け
で
は
な
く
、

川
出
の
…
氏
質
的
な
基
準
ピ

よ

J
L
h
n務
長
村
の
治
日
栴
が
や
品
川
吐
さ
れ
る
の
で
あ
る
っ
こ
の
よ
う
な
判
断
の
文
民
は
次
の
よ
う
お
÷
張
に
お
い
て
も
が
ヱ
わ
ら
な
い

t
堺

さ
れ
る
。
ず
な
わ
ら
り

・
阿
川
羽
を
、

1

遺
伝

f
れ
ば
本
人
に
貯
が
上
心
約
書
を
及
｝
は
ず
忘
れ
の
あ
る
性
格
一
の
も
の
、

、
埠
同
庁
1
u
て

も
会
社
｛
九
肝
w
川
一
庁
仁
の
損
害
を
及
ぼ
す
畏
ム
仏
の
な
、
も
の
」
、

中
内
的
色
彩
D
I
b
－d
l

に
分
円
、
円
取
初
の
分
間
柄
に
同
ず
る
法
令
・
刈
一
規
汁
l

這
反
す
れ
ば
土
ち
に
勺
ー
務
注
仔
こ
日
り
、
後
二
若
心
場
～
ー
に
は
、
芸
管
、
注
意
義
務
ケ
μ
引
先
的
な
系
半
こ
日
る
と
」
つ
る
長
と
あ
る
n

番

日記 I、法学108 1.：キ14) 114 c＇υr;9. s' 



管
、
仕
主
義
務
口
休
は
法
令
に
出
来
J
1
る
が
、

与
の
日
八
日
村
什
（
つ
は
夫
同
只
的
ぷ
準
の
導
入
に
t
o
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
ο

社

ンυ

頃

実
質
前

の
大
勢
は
、
自
治
違
百
行
為
の
干
ノ
中
、
法
規
違
反
か
ら
離
れ
て
実
質
的
に
考
え
て
つ
ノ
ア
）
て
い
る
ロ
？
な
ー
ノ
り
、
処
述

r
－

き
事
務
の
性
質
に
問
h
J
T
V
「
詩
体
的
状
況
ピ
お
い
て
、
法
令
e

契
約
日
比
寸
十
守
山
芳
一
ぢ
に
し
つ
つ
、
値
？
の
一
場
ム
n
こ
と
に
、
信
義
誠
実
ー
に
反

L
て

い
司
令
の
ひ
、
当
常
の
業
務
執
行
を
逸
脱
し
と

γむ
の
か
を
判
断
す

J

る

r一

L
か
し
、
ー
信
義
誠
実
」

述
書
の
来
務
執
行
」
パ
1JVと

川
い
ん
一
説
明
は

先
に
述
ヘ
九
一
作
品
市
選
背
概
立
の
｛
壬
認
ケ
一
週
、
え
る
も
の
で
は
な
く
凶
別
手
例
に
迎
刑
す
る

と
！
と
は
恨
め

考出

て
不
十
分
な
も
の
で
た
る
＝

T
続
前
制
約
に
遺
品

L
Cも
常
に
任
務
違
背
に
な
る
の
で
は
な
い
唱
と
レ
ぅ
指
油
は

L
ば
［
ば
見
ら
れ
る
も

主工ゴ、
1
意
表
務
v
t
j
の
中
人
わ
い
的
基
準
と
心
関
係
に
つ
い
て
川
不
」
仰
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
と
い
わ

公一肉、

ιド
務
連
山
け
の
判
断
に
隠
し
て
い
わ
ゆ
る
一
胃
球
的
取
引

υJ 

の、

;.:1i1・n:, 

と
い
う
概
念
が
持
ち
山
さ
れ
る

ミ

〆

！
L

刀
1
－

Uコ

念
は
、
事
務
処
出
告
の
行
為
に
よ
っ
て
札
長
と
し
て
煩
宇
が
発
中
L
L
7
m
r
ら
と
い
っ
て
昨
ち
に
苛
に
い
小
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
て
は
な
い

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

と
い
二
Jkλ
服
で
田
川
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
勺
て
、

一
般
的
な
に
い
務
r
莞
け
の
判
断
と
比
べ
て
一
以
下
円
の
議
論
い
れ
イ
リ
わ
れ
て
い
る
わ
凡
で

if', 

Jj'¥ 

ー、
H
リ
ム
土

1
1小、
F
1

計
け
町
、
任
務
達
点
円
の
判
断
幕
南
と
、
ぷ
L
、
事
務
処
抑
若
心
汗
為
引
九
一
人
に
こ
っ
亡
小
利
rド

か

2
4
か
ur
仰
向
げ
る
見
解
出
’
拍
子
以
内
l
J

し
て
い
る

J

ず
で
に
図
利
山
宇
一
戸
的
の
喧
で
も
υ布
市
川
れ
た
が
、

え
る
見
焼
、
さ
ら
に
、

1

任
務
違
背
の
吹
が
い
の
意
義
は
、

（
伴
務
山
屈
に
H
を

「
本
人
い
と
っ
て
実
質
的
に
小
利
採
な
行
為

（
本
人
幻
汗

3
E尽
を
考
慮
し
た
卜
で
の
）
本
九
に
と
う
て
実
質
的
に
γ
川
利
治

主
行
為
に
円
滑
ず
る
守
一
／
）
が
で
き
る

J

そ
の
よ
う
な
千
九
在
ノ
仁
う
こ
亡
が
事
務
処
注
り
ん
久
託
の
趨
旨
に
反
守
る
」

ノ、
Z
Jん

直
べ
る
い
れ
解
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
人
の
不
河
川
ど
を
長
市
と

L
た
司
断
心
必
要
を
説
ρ
て
い

不
利
弘
B
h
H
M
不
は
、
匙
れ
ば
、
藤
本
英
雄
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
マ
、
い
た
。
？
？
は
し
れ
ち
、
引
端
本
は
、
特
別
背
勺
ー
却
の
汗
務
主
背
行 し

(f¥l人民半、 c0 I j l日， llc 120凶）. c . 

L
Y
Y店ソ

／ 



r日

為
の
判
附
主
計
Tm
に
お
い

E
、

法
人
や
職
務
！
円
引
の
に
め

た
川
別
に
造
反
し
た
か
と

7
か
だ
け
に
よ
っ
て
で
は
な

「
一
ノ
リ
式
的
い
、

〈
、
み
れ
や
j
v

実
質
的
に
み
て
会
刊
の
ヌ
利
品
に
な
る
か
と
う
か
に
よ
っ
て

い
。
実
質
的
に
み
て
、
会
代
幻

J、
円問

～
一
仰
に
山
本
六
に
そ
の
戦
局
を
執
行
1
べ
き
J
U

場
に
あ
る
役
戦
只
と
L
て
長
小
限
茂
市
古
訂
さ
れ
る
公
什
の
利
お
に
J
r
w
ずる砕いい
M
Eが
主
4
一ワ

れ
乙
か
ミ
っ
か
で
判
阿
ム
n
J

へ
き
で
あ
る
＼
一
形
式
的
ず
針
通
背
は
、
実
質
的
に
F

れ
か
汁
務
違
背
行
持
で
お
｝
白
こ
と
の
ひ
と
つ
り
彼
支

C
4
め
る
o
e
：
：
形
式
的
子
続
述
背
り
取
引
て
あ
っ
ザ
｛
土
町
夫
氏
！
と
く
に
ふ
訂
日
引
の
ど
ハ
列
誌
を
も
コ
ら
す
、
」
こ
り
な
h

も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
司
中
川
レ
ち
川
千
二
の
明
日
現
と
す
る
ま
で
の
v
公
定
以
云
し
と
直
べ
て
い
q

－（、
lヲ

、

ヨ
パ
イ

f
ム孔川

総ムロ川
ι
川
に
司
内
て
本
人
に
不
引
い
訴
か
作
じ
る
ザ
能
冷

－5
J
 

に
よ

J
J

て
判
断
さ
れ
る
－
も
ろ
と
も

、ノ

i
ら
と

3
イ
11v
行
為
叫
に
、

不
利
益

心
内
容
は
弘
一
段
臼

L
K
J
己
主
ハ
ム
か
凶
行
て
い
る

小
日
刊
日
批
か
と
う
か
の
判
断
は
。
本
人
に
と
っ
て
生
じ
る
針
詮

例
スー
；エ

的
利
パ
川
不
利
五
・
非
財
均
一
的
利
ぺ
川
不
利
託
γ
」
総
合
L
て
行
わ
れ
る

と
し
て
非
財
胤
的
安
素
を
判
対

ι慌
に
今
日
め
て
い
る
見
解
が

方
で
、
任
務
返
背
を
、
「
ト
ヘ
丁
人
心
財
並
を
使
用
・
処
分
す
る
上
で
ん
じ
め
、
つ
れ
f
、
財
泣
ト
の
損
害
公
同
府
一
「
る
た
め
の
ル
l

計
川
汗
的
問
託
不
利
益
に
の
み
若
円

L
C
い
ゐ
礼
解
b
やりる

v

ル
に
反
ナ
る
権
限
（
り
行
使
」

行
為
叫
吋
の
一
小
川
刊
益
は

般
に
拘
け
ら
れ
て
き
に
「
伝
授
誠
実
と
い
う
捕
象
的
な
丸
一
準
わ
久
j
へ
と
の
関
係
で
共
体
仕
す
る
’
も

の
と
射
え
ら
れ
よ
う
r
r
m
J
、
具
体
化
、
引
成
司
、
ν
て
い
る
の
か
九
つ
い
て
ば
疑
問
が
あ
る

ま

損
害
の
山
九
九
／
が
不
川

4

読
で
あ
る

事
務
に
悶
げ
で
、
こ
の
μよ
は
役
に
げ
た
な
い
H

一
一
今
、
指
拘
で
き
ょ
う
じ
山
制
hL
一
の
り
ん
止
が
巡
目
、
h
J

れ
1
6

い
場
／
F
U
4
L

あ
っ
て
も
、
許
戸
れ
る

ろ
し
い
ね
は
存
心
す
る
〉
そ
の
場
台
、

は
m
M
の
基
準
ピ
代
え
ざ
る
か
γ
えよ
J
i－－

r乙
で
あ
る
〉
ヤ
一
の

τつ
な
例
は
長
！
一
立
京
決
定
仁

「ボ引刊誌…

す
な
わ
九
、
お
川
い
用
保
証
治
会
心
支
所
長
代
述
で
あ
つ
に
被
忠
人
が
債
r
M
仙
川
山
討
を
行
コ
た
事
楽
で
あ
る
最
決
昭
和
h
八
年

工
凡
月
河
川
は
、
』
h
別
伝
一
J
U川
会
の
業
お
り
料
質
ト
損
害
の
荒
井
不
が
免
れ
が
た
い
乙

L
て、

同
協
会
の
役
議
員
は
、
保
出
量
五
識
を
／
ju

う
に
あ
た
り
、

日
協
会
の
宇
ヘ
沼
川
な
必
民
最
小
限
伎
に

d
め
ゐ
ぐ
＼
ノ
＼

資
金
使
人
珪
読
査
件
十
の
碓
安
ん
と
応

rJる

保
証
申
込
者
り
ι
罰
則
以
針
、
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と
と
さ
に
、
内
規
に
よ
わ
仙
同
様
に

U
じ
て

P

心
め
ら
れ
に
保
計
決
定
～
4
1
7
、
ミ

J

る
限
皮
組
吉
道
一
j
f
＼
昔
、
任
務
が
あ
る
と
〕
て
い
る
、

こ
の
よ
う
な
場
合
、
損
害
（
リ
財
産
減
少
）

心
人
北
バ
ー
は
ぶ
可
併
と
あ
っ
て
、
一
円
罰
件
、
百
十

K
Lず
る
の
は
損
害
？
で
v
れ
向
付
悼
の
存
慌
で
は
な

く
、
旧
制
筈
の
「
T

川
斗
性
L

一
考
え
つ
れ
る
υ
1
X

利
fM
」
乙
は
凶
な
る
肘
件
減
少
で
は
な
い
ζ

り
す
与
え
匂
な
ら
ば
、
損
害
心
パ
f
牛
が
小
が

4

避
で
為
っ
て
も
不
刈
蕊
」
は
な
い
J
す
る
い
一

2
は
だ
さ
る
。
し
か

L
、

い
ず
れ
に
i

一
ヨ
よ
、
そ
こ
で
は
、
行
為
時
に
お
円
る
川
町
並
減
少

の
り
同
世
代
に
代
わ
る

一－小川
Y
八
日
」
ぷ
準
を
あ
ら
た
リ
グ
て
手
不
一
q
J
る
も
｝
／
一
が
U
主
而
、
？
れ
る
。

天
際
、

日
一
立
ず
と
は
［
て
い
な
し
と
見
ら
れ
る
c

討
に
冒
険
的
以
引
の
よ
う

不
利
話
概
念
を
川
い
：
令
論
者
も
、
同
川
概
念
を
唯

考出

云
財
産
？
十
ん
り
μ中‘半口

小
刻
ぃ
話
、
）
り
立
中
じ
さ
せ
る
れ
険
注
ケ
一
有
ず
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
委
託
良
守
か
ら
導
か
れ
る
事
務
の
性
質
等

か
ら
通
常
心
栄
作
対
立
逸
脱
し
て
い
立
い
か
と
い
う
基
刊
が
採
ら
れ
づ
い
る
わ
「
な
わ
ち
、
通
常
の
事
務
処
坪
C
H訪
問
内
い
に
め
る
／
hu為
な

;.:1i1・n:, 

コム
l

晶、

半
人
に
不
利
益
を
宇
じ
る
可
能
性
が
め
っ
て
も
任
務
法
背
と
は
店
、
b
ば
い
ー
し
し
た
亡
で
、

一
円
八
体
的
抗
況
に
す
い
て
、
山
川
コ
寸
川

FI

r
持
者
に
と
の
符
肢
の
危
険
J
E
冒
す
こ
1
／
が
バ
き
れ
る

γ日
は
、
不
人
と
行
y
局
者
と
の
同
一
川
事
務
処
迎
に
つ
い
て
の
委
託
関
係
か
口
、

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

九
ピ
コ
一
て
守
v
d
v
O

で
お
ろ
二

J

則
定
的
利

F

ハ
川
・
不
同
校
、
非
制
定
的
利
八
川
・
不
問
訟
の
そ
れ
ど
れ
の
T

入
き
さ
と
可
能
性
な
総
ム
円
考
屈
し

一日一

C
」
、
通
〆
庁
内
一
事
務
処
庄
の
J

札
阿
内
か
ど
う
か
ピ
川
断
「
品
、
と
し
て
い
る

d

、
）
た
が
コ
て
、
仮
に
「
不
引
v
巴
基
準
を
ほ
円
一
ず
る
と
、
ν
し
も
、
ど
れ
け
、
「
不
利
益

府
枯

k
の
山
相
当

の
μ

こ
る
九
1

険
什
の
な

し
行
為
は
任
務
途
背
行
為
に
な
り
え
な
い
」
と
い
う
片
一
日
間
な
ぷ
で
し
か
機
餅

γ
え
な
い

不
利
点
」

閃
利
市

ん
い
日
的
に
お
け
る
本
人
図
利
日
的
の
抗
除
を
説
明
寸
る
過
程
で
凡
て
き
た
見
所
こ
4
い

の
で
、
一
の
よ
う
な
帰
結
は
本
来
子
守
安
ピ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
？
止
、
そ
れ
だ
汁
で
は
、
任
治
幻
宵
の
某

m
i
す
る
に
は
な
お
分
で
主
い
で
あ
λ
うロ

／：、
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r日

品川μ
一
叫
仏

「
付
内
務
混
ぜ

の
判
断

リ
4
二、
3
1
3

中
す
れ
N
1リ

ト

ι
d
u
o
ペ／
q

社

ンυ

頃

形
式
的
判
断
／
ミ
＝
ー
宵
的
判
断

J、
円問

刊
日
間
は
粁
務
透
背
を
ど
の
よ
去
に
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ハ
形
式
的
な
法
規
違
反
を
ζ

の
一
て
つ
に
考
府
ず
る
の
か
い
し
い
う
点

に
対
し
ど
は
、
定
款
や
有
一
規
に
造
反
し
て
に
ー
「
も
な
お
刊
rお
に
は
道
庁
し
て
、
な
い
と
じ
た
ぐ
く
つ
か
り

τ
級
存
判
例
を
挙
げ
る
、
」
と

日刊
J

守
、
え
と
G
U

T
－一

山
小
作
業
件

J

協
は
組
合
法
に
某
づ
き
組
合
戸
一
に
対
「
る
貸
付

f
T
J
形
の
割
引
宇
品
川
む
）
す
を
日
苧J
V
P
L

し
と
設
立
さ
れ
ー
一
日
組
ム
円
が
、
む

款
に
迫
一
応
し
組
ん
u
l
R
で
は
以
レ
法
人
に
付
し
て
融
通
「
「
形
を
一
本
り
出
し
た
と
レ
う
宅
止
に
つ
い
司
て
、
熊
存
地
利
昭
和
＝

h
u
仔
六
行

T

ヘ

日
は
、
定
款
泣
反
の
点
に
つ
い
て
は
、

本
叫
組
合
に
お
い
て
は
記
入
と
7

ご
の
代
点
告
と
を
同
一
視
し
実
質
一
口
、
出
入
が
組
合
h

れ
た
る
べ

き
品
合
日
人
形
式
上
は
そ
れ
い
り
代
去
者
が
矧
ん
円
以
、
に
な
ぺ

C
い
る
湯
九
日
ち
：
r

め
る
こ
と
、
桜
山
乞
一
交
け
に
法
人
心
代
長
高
U
V
組
合
只
で
あ
る
こ

品、

と
を
陪
拘
し
て
い
る
が
、
任
務
定
出
刊
を
判
制
寸
る
涼
に
は
こ
の
内
、
に
触
れ
る
こ
と
必
く
、
拙
通
F
4
U
の
祢
川
に
つ
い
と
の
み
怜
日
し
、

の
工
う
に
判
不
い
に
、
融
通
［
一
か
の
桜
山
山
は
、
ヂ
人
げ
か
ん
中
測
の
一
日
制
与
を
殺
る
こ
と
の
ぷ
い
と
う
政
務
l
t
J立
を
い
尽
く
さ
た
け
れ
ば

作品、り
h
h
い、か

心
事
情
か
ら
あ
る
時
刻
に
台
い
て
？
九
丁
人
が
受
け
取
る
以
上
心
多
領
の
拙
通
J
4
U
乞r
振
り
出
し
ず
や
る
こ
1
／
も
じ
ひ

み
」
得
伝
い
川
崎
ム
円
ー
も
あ
る

ム
仏
利
什
山
お
い
て
は
、
ぷ
人
と
桜
山
山
な
受
け
た
測
の
「
諸
殺
の
割
問
笥
な
和
行
扶
助
的
関
係
主
考
え
る
2

人
の
本
件
線
通
”
で
／
げ
の
長
山
山
を
も
っ
て

ρ
ょ
っ
に
い
こ
の
任
務
に
山
討
し
た
も
の
と
い
弓
の
は
伍
い
過
ぜ
る
之
の
で
あ
る
、
と

笠
原
品
川
引
は
和
h

一
年
一
月
九

U
は、

日

同

乙

ア
l

、、

1
1

：
 

F
U新
九
戸
川
J
4
F長
が
組
合
の
山
口
川
況
に

こ
t
な

く
定
期
預
ヘ
七
の
剤
、
～
利
保
か
ら
解
於
1

）
た
ニ
ー
に
ω背
任
罪
に
問
わ
れ
に
事
家
に
お
い
て
、
「

般
に
或
る
行
為
ド
九
日
仔
却
の
構
成
裟

壮
い
え
る
任
務
港
反
の
一
行
為
に
該
当
す
る
か

C
か
は
、
中
に
行
め
の
山
円
形
の
み
に
払
っ
て
形
i
A
N
山

ハ
一
れ
｝
白
べ
き
で
は
仕
く

行
為
が
以
？
れ
と
附
一
り
「
ロ
ハ
体
的
状
況
、
行
持
心
肉
ベ
抑
竹
、
内
問
料
判
怠
設
は
守
苅
一
恨
の
市
下
析
を
一
一
ん
じ
し
、
そ
の
行
為
h
r
委
正
一
け
組
己
日
に
、
河
一
氏
ず
る
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か
ア
川
円
か
を
信
義
則
に
昭
、
ア
ご
に
実
質
的
ピ
判
川
川
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、
結
論
と
、

J

て
、
任
務
恋
心
μ

い
を
台
’
亡
γ
了
戸
、

く
ら
ら
に
、
川
じ
本
道
路
公
団
（
以
「
「
！
日
と
い
っ
」

の
謹
事
で
あ
っ
た
紋
口
’
ー
へ
が
、

共
犯
者
ぐ
こ
も
に
、

J

H
静
叶
叫
時
伊
良
町
子

り

iv
一
八
年
皮
に
一
日
発
注
を
↓
ど
ほ
し
て
い
に
品
川
連
道
路
両
梨
橋
事
に
つ
い
て
、
｝
日
の
ひ
日
で
人
札
サ
試
合
の
受
注
品
予
を
行
っ
て

ρ
乙
ハ
に
か
い
〆
一
、
手
一
、
げ
は
染
者
数
が
増
え
る
よ
「
に
「
る
ー
に
め
げ
九
副
党
け
L
て
ほ

L
い
と
の
隊
悩
を
そ
け
、
W

位
グ
ー
、
一
戸
じ
司
ゴ
ハ
L
L
A
h
j
n
H
「
る

U
4
K
テL
J

刀
一

4

L

L

T

d

t

e

T

U
）

／
）
の
一
品
川
を
そ
け
な
が
ら
も
、
ム
ー
ー
し
ら
、

じ
及
び
入
札
談
合
を
ノ
仁
っ
て
い
小
人
民

A

社
日
列
弁
z
V
｝
川
る
斗
的
勺
＼

IfニGうf
l立書J

ゾE

ど

す有
不

j
H
H
に
用
h
L
L
口
を
党
止
さ
ゼ
た
と
し
て
背
江
川
山
弁
で
起
婦
さ
れ
た
乍
日
正
に
か
か
る
東
京
？
品
判
ぃ
半
成
一
九
年

下
白
戸
山
、
、

I
っ

f
J／
J
f
t
rレ

考出

分
割
以
北
れ
に
変
更
L
U
J
G
W

」
と
に
は
必
f
J
L
J
L合
苅
仕
上
山
仁
川
仙
め
ら
れ
な
レ
、
一
と
、

及
び
、

分
割
発
、
引
の
場
ベ
円
に
は
小
台
坦
吐
が
存
在
ず
る

こ
と
を
指
摘
し
て
任
務
注
宥
め
い
〈
f

一
判
射
し
て
い
る
ハ
判
決
は
、
得
、
b
h
d
p
J
灼
前
門
U
A
i
瑳
悼
を
在
務
湾
苛
性
判
ぃ
V

刊
に
お
い
こ
宋
査
し
、

;.:1i1・n:, 

談
合
内

C
似
つ
と
い
う
別
「
ば
法
人
川
市
思
反
ノ
打
為
む
存
在
は
、
弁
A
F
t
人
に
よ
る
本
件
行
為
か
合
理
性
を
持
つ
と
い
う

e

王
張
に
反
識
す
る
形

で
持
ち
出
す
の
人
で
あ
る
に
け
町
、
ド
務
選
札
J
令
判
制
す
る
市
町
ド
究
官
〔
的
判
断

llkを
将
っ
て
い
る
も
の
と
応
わ
れ
る
r

（

U
一

ま
こ
、
間
取
リ
渋
川
γ
以
六
』
九
月
一
（
ソ
ノ
ヨ
は
、
布
川
市
川
山
中
山
協
会
へ
は
卜
「
協
会
」
と
い
う
）
心
代
表
権
、
デ
有
寸
る
山
寸
誇
担
事
で
あ
る
A

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

ら
が
、
協
会
が
保
証
し
ー
ド
一

D
仕
の
半
浪
行
に
か
ぺ
「
る
八

fhv川
門
の
債
務
に
つ
い
て
、
協
会
が
平
銀
行
に
涼
一
一
ト
止
条
判
違
反
JY
理
由
と
「
ず
る

免
も
一
十
一
日
淵
旬
、
〕
保
戸
債
務
ぞ
か
消
～
叫
問
、
に
ん
ど
も
か
か
わ
ら
ず
、

出
銀
行
の
代
表
取
締
役
－
硯
攻
X
か
ら
の
い
民
一
請
に
よ
り
、

免
武
の
品
川
司
を
議

問
、
〕
た
上
、

t
w、
行
に
一
対
「
る
八
一
万
円
の
代
位
弁
v
m
tパ
ス
行
し
た
と
い
、
ニ
市
長
に
関
わ
る
f

原
容
ご
は
、
ヒ
記
A
ら
が
色
刊
令
の
拠

市
y
y
一
引
戸
段
、
え
に
代
μ
主
計
ト
併
を
行
う
守
」
と
は
鴻
会
に
什
刊
す
る
引
務
に
進
出
は
し
、

九、のいたノ
J

引
を
川
一
っ
た

X
は、

Aρ
ワ
ヒ
の
北
門
付
竹
の
大
可
H

犯
で
あ
る
乙
さ
れ
七
。
最
高
裁
は
、

x
r共
犯
関
係
を
認
め
る
h

一
ど
に
絞
聞
が
叫
る
三
し
た
卜
で
、

A
ら
の
任
務
泣
宵
に
つ
い
て
4
一次

の
払
う
に
弔
↓
定
的
な
吋
不
正
三
七
円
に

U

市
銀
む
が
J
H
刈
ム
古
川
九
対
ず
る
平
成
人
司
疫
の
負
担
金
け
拠
出
か
も
し
ん
j

絶
す
る
J
と
が
実
m
M
t
も
吋

か
つ
、

A
ら
が

X
か
う
負
制
定
日
拠
出
に
れ
じ
ら
れ
な
い
日
を
寺
げ
ら
れ
て
い
乙
乙
守
し
て
も
、
協
会
ζ

し
て
は
、
（
ア
上
下

詑
で
あ
り
、

(f¥l人民半、＂＂ (l l刀＇ ll9 120凶）. c . 



r日

行
い
代
付
弁
九
州
に
I
U
ず
る
こ
と
に
「
O

一
り
、
巾
銀
r
行
の
九
円
パ
旧
三
w
心
拠
出
を
受
け
、
ん
J

伐
の
廿
町
五
限
定
出
射
的

A
川
を
円
滑
に
送
め
る
べ
き
か
、

J、
円問

能

ZTvu決
定
ず
べ
き
げ
ぬ
に
あ
る
ハ
上
記
＼
ア
〕
の
り
ぬ
を
採
ヮ
ず
九
乙
し
て
も

句
j立
会
Uコ
拠
山
L斗

を
戸L
メー

伝》

乙
しリ

離

''k I、法学100 仕立リj120「＂JC日

戸
イ
）
川
寸
銀
行
か
ら
の
負
相
会
を
断
念
し
て
も
、
本
社
い
代
紋
弁
治
を
打
討
す
べ
き
か
、
川
者
心
利
害
件
以
安
定
慎
重
に
総
仕
検

木
作
代
付
い
ヘ
1
4刷会一件
UJる
こ
と
が
、
自
ら

r
A
ら
の
行
ー
務
に
n円
ノ
＼
七
為
に

ψJJ
る
こ
速
自
ー
す
る
こ
？
と
は
、
で
き
な
い
は
rJ
で
占
め
る
＼
と
。

木
刈
況
は
、
代
位
弁
浴
が
む
い
担
金
市
一
μ川
と
の
川
崎
山
係
で
正
持
違
背
と
な
る
、
｝
乙
か
fh7凡
さ
れ
る
こ
に
を
不
峻
し
て
h

る
｝
必
、

、一－
ur
品、

引
f
甘
ギ
川
川
ぃ
υ
川
幻
総
合
的
な
考
容
に
基
っ
く
定
一
民
約
な
判
断
に
よ
っ
て
伏
す
べ
き
で
あ
る

2
す
る
P
E
一
坊
を
と
る
こ
と
か
基

円九

と
正
評
仙
か

μべ
ら
れ
る
－

必
と
ほ

JJ
て
い
る
も
の

し
た
が

J
C
、
日
い
い
傍
違
背
の
実
質
的
判
断
と
形
式
的
判
針
と
い
う
叡
白
、
か
ら
以
る
湯
合
、
判
例
は
、
形
式
わd

入
品
五
剣
士
守
の
法
反
が

あ
っ
て
も
仔
務
注
背
b
r
r
H
H
｛
じ
す
る
ほ
ど
、
た
く
ま
で
実
質
的
に
訴
事
情
を
考
早
し
て
山
下
務
述
背
性
を
判
対
し
て
い
る
と
併
さ
れ
る

v

(ii 

不
利
従
ベ
ム
一
準

Jj'¥ 

い
く
つ
か
の
卜
紋
存
判
例
に
お
い
よ
帖

任
務
注
北
口
の
判
断
に
お
い
て
学
w
況
が
、
乍
げ
に
工
な
「
不
利
設
」
ι
本
市
ー
と
類
似
の
判
断
子

ム
出
日
ア
川
川
い
、
口
れ
て
い
る
r

ま
ず
、
任
務
選
前
円
わ
γ
ふ
什
宏
、

J

た
も
の
と
、
d
J
I
1
H
R
よ
け
小
古
川
判
町
印
有
什
九
月

同
リ
が
あ
る

C
5守
一
は
、
集
会
業
務
に
パ
壮
京
、
J
V
L
い

ん
」
い
悦
ど

U
F
八日炉、

目
J

，
領
得
戸
ト
目
的
で
、
山
一
会
バ
バ
に
指
示
、
以
て
被
白
人
主
義
の
岩
涌
預
金
［
川
原
に
蹴
込
人
会
戸
市
イ
た

生
全
ず
る
に
あ
た
り
、

と
い
う
も
の
と
あ
る
。
同
京
両
日
品
川
、
住
務
者
の
弁
ト
的
L
h
l一年一門戸
L
L
H
K的
な
安
全
人
の
り
わ
い

F
に
人
コ
た
と
い
λ

い
に
け
で
は
、
背
仔

却
に
お
け
る
肘
洋
上
の
招
叩
け
ま
た
は
そ
の
市
険
が
ペ
J

じ
た
ζ

は
い
え
な
い
こ
認
定
し
た
ト
で
、
本
件
全
司
川
拠
に
よ
っ
亡
も
、

集へ
1
先
｛
九
汁
己
名
売
の
口
直
に
入
金
さ
冷
一

、
官
【
ち
に
誠
実
に
集
金
業
務
を
実
ノ
れ
じ
な
か
っ
た
も
の
ζ

）
て
任
務
に
で
い
た
と

べ
断
宗
一
q
’
る
こ
と
は
で
き
は
い
ζ

識
r
ザ
で
判
断
ん
と

L
に
。
吋
ー
務
選
管
を
ボ

f
A
L
～
辺
山
は
木
件
刈
不
ひ
ら
必
ず
し
も
日
確
で
は
日
い



も
の
の
、
判
決
文
か
、
り
は
れ
パ
］
れ
設
の
つ
昨
へ
の
入
金
か
即
応
問
問
中
古
ま
た
は
そ
の
危
険
を
μ

、J

て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
、
収
入

に
な
お
T
h
利
い
仰
が
生
じ
て
い
白
い
こ

rが
そ
の
珂
叶
の

つ
に
な
ヮ
て
い
る
ー
も
の
仁
子
川
制
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
前
記
パ
へ
川
品
川
円
引
附
和
h

一
司
一
月
二
九
じ
が
、
本
ー
刊
の

に
乙
え
こ
れ
に
d

り
判
的
に
は
組
合
の
犯
が
す
る
但
保
制
伯
が
債
什
仕
組
を
犬
山
に

r
M

る
と
J

う
料
開
木
会
一
組
い
～
と
し
ζ
も、

長
民
的
民
主
に
z
り
つ
つ
、
こ
れ
を
U
ん
れ
ば
、
ト
虹
九
μ
の
P
U
ぃ
業
初
日
叫
に
沿
っ
た
行
為
で
占
め
っ
た
に
の
U
九

十
勺
も
十
分
可
能
で
あ
る
l

y

」
汁
不
し
で
い
る
の
も
こ
こ

P

二

L
J
J
t
u
t
、

切、
4
4円
ι
f
J
t十
仏
内

v
f
u

及
ひ
、
短
期
的
に
見
守
れ
ば
山
中
山
中
門
が
発
生
し
て
い
る
か
い
民
照
的
に

本
人
に
そ
も
を
も
川
担
当
か
へ
ん
止

L
C
し
ほ
い
、

考出

見
れ
ば
読
者
か
九
九
止
し
な
L

、日
M
U－
約
九
弘
法
与
を
控
え
る
利
訴
が
作
J

ら
れ
る

J

こ
と
を
逝
山
に
任
務
湾
首
J
r
4
’
必
し
と

w

る
u

も
コ
と

4
0
、

叩

J

、！？ノ！日
J
h
E刊
1
1
小、

ィ

l
c
f
J
i
i

一
知
市
山
一
安
件
心
相
紅
白
4

か
ら
、
日
似
じ
口
元
中
心
可
能
性
が
な
か
ラ
た
1
ぐ
り
理
山
内
に
ょ
う
て
も
喝
さ
出

οわ
う
る
と

;.:1i1・n:, 

uE
わ
れ
る

の
説
内
、
か
り
任
務
選
背
を
1

同
定
し
た
川
円
例
と
し
て
、
会
杜
同
（
川
尚
伝
）

品
川
昭
羽
問

4
』
十
l

八
月
一
一
一
円
甘
い
わ
ム
苧
げ
ら
れ
る
〕
同
河
川
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
一
ボ
し
て
い
る
勺
山
刊
日
仕
相
反
付
お
に
該
ψ
J
f
J
る
か
否
7mJ
（U

ι人、ヲ一、

、
1

1

「
不
利
訴

ト
の
訓
刊

p

ハ
川
相
夜
行
為
に
悶
ず
る
ト
八
訳

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

川
円
断
は
山
寸
、
口
（
て
の
行
為
心
外
い
か
に
と
っ
て
決
す
べ
き
も
の

L

あ
る
か
、
口
、
利

F

ハ
川
相
反
行
為
て
あ
J

て
J
Q
実
一
玄
的
に
考
以
内

urわ
い
ば
、
去
の

と
っ
て
不
利
v
刊
を
及
品
は
す
も
の
三
な
く
、
攻
締
役
の
会
社
に
対
す
る
誠
実
義
務
に
反
寸
る
も
の

E
な
い
よ
よ

J

長
場
合
J
U
存
在
す
る
c

と
心
で
つ
な
場
介

ヘ
円
H
J
i
r
l
羽
十
y
、

l
、
H
、r
L

六
日
条
に
け
理
反
し
て
も
、

干
以
同
マ
一
比
三
九
d
l
I
υ
、

↑

！

？

j
h

－

一

；

ー

と
じ
丈
阪
高
判
は
、

本
件
に
お
い
て
は
大
利
広
が
白
い
ζ

は
い
え
な
い
y
r

「
ν
て
粁
務
虐
行
J
Y
L
Uりに

L
～l
o

も
コ
ー
一
生
、
二
の
大
阪
高
判
の
存
自
か

J
、
本
人

こ
l

、リペ

ド
ヌ
干
、
よ

が
あ
れ
ば
粁
務
注
五
円
を
と
に

P

心
す
る
の
が
刊
仰
の
止
場
ド
人
ノ
↓
は
い
ズ
な
い
斗
に
は
山
口
意
を
揺
す
J

る
〉
人
阪
月
刊
の
事
例
は

叩
汁
丙
品
川
反
取
引
が
川
持
法
一
六
五
’
長
三
島
民

L
て
い
ー
に
事
案
で
あ
川
、

日
条
の
注
院
が
ほ
い
刊
話
相
反
取
引
に
つ
い
て
、

、H
O
L〉
t

7
ん
1JF
／
川

r！
／
ん
亡

仕
の
司
九
で
任
務
主
背
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
か
は
叫
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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r日

ま
た
、
リ
川
述
の
よ

y
に
、
前
記
長
決
wm初
日
八
一
午
五
月

凶［［ィも、

h
川
市
保
一
品
協
会
に
J
る
債
務
の
保
証
と
い
う
性
質
卜
伺
い
き
の
琵

牛
が
γ
市
川
冊
一
で
あ
る
業
務
に
つ
き

い
担
去
を
必
裟
最
小
限

l

う
ん
に
止
め
る
か
ソ
一
う
か
が
れ
い
私
円
で
あ
る
〉
一
判
子
ぶ
L
お
れ
、
山
知
宍

（
リ
ヌ
利

J、
円問

の
存
在
の
み
と

C
h扮
違
臼
円
七
札
店
心
し
て
い
な
L

川小ト

D
h
M
Aノ
か
ら
は

一
が
列
同
一
戸
と

財
停
上
－
d
N張主ハ
i

と
の
M
A
係
h
I
明
確
ζ

は
い
b

凡
な
J

こ
こ
、
ま

4
4
H
A

｝

t
u
J
L
 

｝

HIt－
：
ー

A
T
人
日

べ
一
不
利
洋
i

糾
い
が
、
作
山
務
違
出
円
の
有
揺
を
い
一
必
る
附
一
心
廿
折
半
ζ

い
う
わ
け
や
も
な
い
乙
日
に
ら
れ
る
こ
ζ

を
指
摘
で
き
る
よ
う
ピ

UE
わ
れ
る
c

主再

煩、

そ
の
に
刊
の
草
川
沿
I

山
い
れ
務
注
U
J
汁
性
心
判
桁
に
つ
い
て
、

判
昭
和
主
ー
た
い
一
月
二
七
日
が
あ
る

以
一
の
よ
う
な
実
質
的
判
断
及
び
不
利
川
基
ー
と
は
呉
と
J

F

J

お
点
在
川
向
け
る
判
例
に
、

f;i1 
μ 
地

本
件
で
い
い
、
株

λ
ム
六
怜
A
社
心
従
業
円
日
（
引
技
術
帥
帆
）

で
あ
っ
た
被
台
人
出
、
担
当
職
れ
わ
r
欺
紅
一

し
て
、
あ
る
い
は
所
側
で
会
社
か
っ
持
ち
出
し
た
機
密
告
げ
績
の
以
久
l
h
q
L

糾
い
外
ご
慢
摂
し
て
、

他
社
山
子
却
し
に
つ
む
に
つ
い
ν

主
H
任
罪

に
問
わ
れ
た

η

神
一
戸
地
判
は
、
以
卜
の
よ
う
に
怖
が
し
た

q

板
色
人
心
行
為
内
被
再
人
、
り
担
当
市
下
務
の
事
品
川
処
忠
と
し
て
の
－

所
為
で
は
h
b
夕
、
、
事
務
処
哩
（
り
MW凶
乞
逸
脱
し
た
所
為
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
広
い
紋

E
人
の
一
行
為
は
、
「
一
存
山
契
約
に

L
一

っ
く
一
般
的
忠
実
羨
砂
市
川
広
と

L
C
の
責
任
を
と
じ
る
こ
と
は
あ
一
パ
て
も
刑
法
二
同
じ
h

読
め
詣
目
罪
に
い
う
可
扮
処
担
に
つ
レ
て
の
任

議
t

埋「丹、
j

：
げ
て
一
計
価
す
る
こ
と
は
さ
き
な
い
、

こ
は
、
「
半
政
処
攻
の
純
白
守
口
γ
泡
抗
L
と
所
品

ζ
V三
衣
況
か
ら
、
神
戸
埠
汀
は
、
本
が
け
行
為
に
つ

u
r
L
、
詐
欺
白
い
白
山
切

出
掛
に
山
」
た
る
よ
ろ
な
権
限
逸
脱
こ
マ
〉
る
子
／
↓
し
じ
為
で
あ
る
か
り
出
円
任
じ
為
こ
は
な
っ
日
い
王
山
訴
し
て
お
り
、
権
限
紙
同
一
説
的
な
考
え
ん

一日

に
依
拠
し
て
ド
司
令
と
す
る
分
析
小
口
戸
い
ら
れ
る
。

L
か
し
、
司
当
役
を
、
中
な
る
一
一
別
契
約

i
の
対
係
だ
け
で
は
背
灯
ー
罪
力
事
務
抗
日
立
者

｝
り
、
え
沿
い

、
平
務
処
注
者
f
ハ
る
地
位
の
鴻
係
か
ら
生
じ
小
人
わ
け
で
は
日
い
一
般
的
な
秘
密
伝
持
義
務
は
汗
務
に

Aハ心
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、J

な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
収
、
え
る
ご

与
の
よ
う
た
担
併
の
4
と
で
は
、
伸
一
戸
凶
判
は
、
け
け
干
し
（
体
的
に
臼
h

ー
〕
て
い
る
事
務
と
の
関
係
で
牛
じ
る
個
別
化
さ
れ
た
義
務
の
法
反
を
符
任
罪
の
引
的
産
品
同
悦
の
判
断
ぃ
辛
抱
？
y
し
し
て
い
る
と
も
一
計
仰
と
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
u

ぬ
る
υ

能
川
一
沼
山

ま
と
め

川
慨
は
、
い
れ
釦
宇
治
に
は
実
質
的
店
主
準
に
よ
っ
て
正
持
違
背
の
有
村
山
’
を
刈
附

L
て
い
る
口
そ
の
よ
共
な
「
主
質
」
内
日
＋
折
半
」
を
門
r
体

化
す
る
引
内

Jrし
て
は
、
品
J

説
ル
お
し
て
徒
叩
い
さ
れ
て
い
司
る

小科、ハ川

、
羽
町
長
虫
口
幻
可
能
吟
と
い
う
杉
で
、
あ
る
し
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れ
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さ
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収
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X
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右
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受
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。
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↓
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古
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仁
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。
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祉
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X
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て
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債
務
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わ
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鉄
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あ
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、
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と
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績
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塩
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あ
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ず
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ず
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、
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ボ
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仔
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滞
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叫
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あ
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こ
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付
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司
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＆
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滑
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述
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－
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／
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さ
れ
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古
賀
的
に
一
民
ハ
九
一
一

J

る
が
九
と
す
れ
O
R鮮
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さ
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仇
の
定
夫
〉
等
し
い
い
え
る
で
あ
っ
九
）

べ
五
一
上
仰
心
川
山
一
は
か
市
…
『
帯
域
注
釈
会
社
仏
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が
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叩
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コ
令
旨
降
、
的
取
り
」
f

山
〔
合
指
「
名
詞
一
円
一
古
川

J

、

あ
Q

再
定
本
人
に
相
手
ニ
J
え
か
ね
ふ
い
取
り
ヘ
臼
防
的
取
5
～」
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考出

〔
前
掲
士
／
F
ノ
イ
て
二
γ

ル
引
保
持
品
町
一
工
い
、
一
組
ペ
リ
〕
）
や
、
一
日
除
向

J

取
引
一
に
寸

F
に
店
、
一
昨
ェ
』
何
七
台
ト
J

市
長
一
一
一
ぃ
ー
さ
れ
る
山
村
度

に
侃
険
な
戸
f

ベ
ゅ
な

EH一
、
口
険
的
収
引
は
任
務
f

丘北円

L
為
一
じ
に
な
い
〔
林
，
主
宰
1

じ
問
問
ご
が
い
る
仁

一州出、山中
f
例
に
お
い
と
も
、
岩
険
的
取
げ
の
町
出
九
九
町
い
円
一
れ
た
こ
こ
ば
あ
る
も
の
ソ
心
、
側
、
ん
川
町
一
目
指
べ
阪
日
前
ド
成
人
。
－
1

ヘμ
士
六
い

山肌へ
J

〕
｛
ド
慌
が
主
ず
、
な
4
9芯
長
古
川
＼
な
っ
た
と
y

は
な
J

（
出
一
本
立
第
一
刻
第
一

M
d
t
J
m
c

一引h
p

上
馬
・
前
出
拘
」
一
一
二
’
占
八
口

一引
u
v

山
は
－

w
一
山
一
掲
荏
前
ゾ
パ
f
f

な
お
、
山
川
包
「
山
抱
一
山
川
辺
探
究
ヘ
）
凶
支
に
よ
れ
ば
、
仔
持
者
ミ
訓
門
し
は
財
産
処
分
f
J

お
も
了
〆

れい
U
体
y

し
て
け
～
ι

芸
品
、
木
へ
に
対
ず
る
不
利
益
川
川
」
で
あ
り
、
え
札
以
外
r
w
h
k
者
も
A
H
め
ム
九
ク
ル
と
の
本
人
川
町

f
利
益
辻
、
附
利

回」
Z
H
け
お
心
要
件
に
お
i
L
v
r
i
h
v
点
さ
れ
る
と
」
い
な
る
巾
ヤ
的
配
ぽ
へ
お
よ
。
山
一

二
日
）
内
出
、
！
了
目
指
「
判
批
」
斗
↓
白
川
、
出
向
。
人
ー
た
は
か
「
刑
法
ι
X
L

市
二
古
川
口
十
も
山
本
山
、
。

一
比
一
に
ぷ
｝
trヘ一はハ
J

編一、けん杭円、ム
υ
付
エ
ケ
ヘ
一
八
戸
の
日
一
一
九
ハ
九
一
九
〆
〉
巨
〔
厳
J
パ〕
c

ご
の
以
述
を
%
引
有
包
叩
？
の
！
も
察
け
て
川
計

L
〈
い
る
V

入
、
同
乙
し
て
、
的
指
一
新
叉
正
釈
云
怯

J

庁内一

μ
ハ
ー
一
川
一
芝
山
小
寸
前
抱
一

ι解
町
川
山
内
m
l二
一

f

頁
一
刊
号
一
三
も
っ
こ
も
、
張

j

小
山
、
泊
市
の
背
任
単
に
つ
い
て
は
、
こ
（
り
ょ
う

u
一
不
利
ヘ
mL
末
世
会
則
－
小
的
ャ
は
提
起
し
て
い
で
〉
一
ず
、
法
〈
寸
也
、
則
違
－
内
反
r
u
e
Z
背けい

グ
コ
て
も
、

ι人
面
白
に
ヘ
γ
人
に
刈
一
人
主
を
及
ぼ
す
意
刈
で
ー
に
行
む
で
£
れ
は
、

ι
持
決
七
円
お
り
〆
は
悦
（
り
て
き
λ

ぱ
レ
一
一
寸

ru心
ふ
で
あ
る

（
蒸
木
。
計
指
寺
内
立
向
、
）

一お
F

上
馬
・
前
掲
4

一
二
’
九
巳

ぷ
γ

上
高
・
前
掲
毒
二
六
七
ー
コ
πυ

同
旨
、
前
半
J
3
2ノA
L

ア
ル
閉
店
、
各
論
川
じ
寸
八
［
誤
ヨ
一

二

む

内

H
f
て
一
一
邦
「
昔
打
“
す
の
系
持
L

一凶（リプ円、

一刊品
F

円い
F
r

：
前
拘
一
日
批
一
一

i
一
円

一
町
四
ィ
川
川
主
一
一
じ
さ
山
号
同
一
七
日
八

C

ヘM
U

一
」
古
E

川
e
U
4

拘
L4
一
二
八
九

j

一
J

引
用
計
一
ヘ
刈
ば
、
日
除
一
的
取
一
引
三
山

1
6ょ
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
て
不
利
軒
長
慌
の
例
外

vpfA半
ず
る
と
i
h

え
ア
ポ
ー
レ
る
の
h
tも
れ
な
い
し
一
カ
ー
ペ
川
件
済
活
致
、
特
に
企
業
活
設
に
お
い
v
て
は
、

uhr
’疋の
f

川
亦
請
の
じ
る
つ
『
ヘ
ク
が

h
在
す

る
ど
し
つ

F

ど
し
よ
＼
ト
一
L
ヌ
ド
パ
い
主

f
t
パ
い
口
険
川
取
一

JM
い
お
け
る
刊
附
れ
陀
の
明
鋭
化
と
之
が
主
必
な
附
問
題
し
い
が
て
＼
宍
で
あ
勺
ヲ
ド

;.:1i1・n:, 行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）
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r日

へ
い
で
ー
と
だ

L
、
ぷ
利
益
互
い
γ
む
川
存
？
と
J
L
亡
寸
前
論
U

す
る
刀
山
に
工
持
混
背
W
M
＋
に
ヘ
γ人
の
木
利
益
日
U
J
N
U
4
［
ム
ド
ゅ
の
一
刀
、
で
の

mu拠
戸
川
口
一
わ
れ

よ
ら
〔
こ
の
戸
、
げ
つ
い
て
、
計
指
「
7
ク
イ
ナ
上
ア
ル
刑
法
件
前
凶

t
京
一
銭
円
〕
止
、
木
F

ー
、
に
と
っ
↑
1γ
、円以的

ι
利
F

ハ川し

L
d
る
1
為
ば

主
ヘ
に
よ
る
心
で
対
処
抵
の
安
託
の
述
旨
？
に
ほ
し
て
v

る
と
は
考
ん
に
＼
い
ご
と

j
E
戸
～
～
常
J

げ
て
屯
る
し
刀

L
、
こ
の
こ
と
は
本
人
に

不
利
ヰ
が
止
レ
な
け
れ
ば
口
持
に
↓
氏
1

ず
な
い
y

い
う
｝
乙
を
H
U

映
す
ξ
ど
け
で
め
る

ヘ
位
一
本
立
第
一
節
治
拡
香
山
町
、

J

ヘ円引）

i
z
h
生
、
ハ
在
ー
ハ
u
芳
一
一
八
ハ
い
口

一
ぢ
二
日
tf一
五
主
一
は
｛
日
当
に
つ
い
て
も
、
？
三
吉
守
口
事
七
百
臥
！
E

L

F

－こ
L

ど
も
っ
て
、
実
目
的
に
違
反
が
な
か
コ
に
と
考
え
た
と
試
む
こ

／は↓
zベ
附
一
ー
あ
ろ
コ
ノ
）

（
げ
釦
｝
｝
4
uリ
日
時
以
ニ
ル
在
日

τ九日
H

一
、
必
）
判
時
え
H

r

U

H

、
判
タ
一
寸

ι石
川
一
目
、
旧
？
戸
木
造
路
公
団
対
乱
製
橋
梁
談
合
判
任
市
？
と
）
同
判
決
心
帝
釈
と
L

て
、
忠
弘
川
凶
田
村
山
ん
一
判
批
刑
事
U
J
ャ
、
い
／
ル
今
日
u
h
v

（
ご
っ
九
一
（
一
ハ
一
以
比
三
川
下
あ
る

一日出
J

川刊
υ

一
九
八
在
六
百
五
一
川
H
H
c

一以山、

Y

一一鴬

JK批」

J
J
J

一
二
六
号
一
一
ハ
、
心
一
主
店
、
松
内
経
営
v
f断
／
〕
背
任
罪
」
、
一
品
一
ヘ
ノ
一
七
号
戸
ハ
ハ
六
、
ご

ハ
、
上

H
－
前
掲
一
判
明
一
ハ
円
斗
向

（
必
一
判
タ
ニ
ー
ハ
問
tr
二
k
t
t
口一日

一九川
F

H

バ

汀

苔
L

、
サ
ノ
二
八
民

ぺ
区
一
五
立
第
一
一
川
町
一
一
一
一
日
弘
前
点
事
加
〕

ヘ
位
一
制
作
一
ハ
～
二
以
J

τ

ブ一

f
南
河
レ
ゴ
ン
辛
章
一
ノ
ハ
J

車
川
三
一

J

ヘ
問
）
こ
の
刊
f

パ
に
松
山
／
判
断
ア
討
を
沫
へ
亡
レ
る
も
い

J

と
し
て
、
烹
尽
r
M
刊日…
μ

治
二
〉
・
士
一
ノ
叫
拭
口
話
一
門
勺
l

一
八
円
げ
た

川
一
伐
川
知
、
伐
隠
れ
慌
の
す
よ
け

hn月、
f
木
の
品
川
山
川
の
支
誌
と
一
工
夫
北
さ
れ
た
古
川
、

ylJい
］
の
利
ギ

γ一
同
る
た
め
r

f
一
木
山
売
却
し
↑
と
い
う
事

案
一
、
此
び
、

P
4
r
h】
判
出
柑
一
戸
φ

e

一一
r
市
長
者
一
二
号
一
五
じ
山
口
一
同
容
H
C
を
北
を
受
け
と
ヘ

T
Lん
買
い
日
の
県
告
」
付
し
て

い
た
株
式
に
つ
き
、
会
刊
の
μ
F
H
z
y
f一
欺
判
3
v
t
4株
式
古
川
却
が
J
L
P

と
J

片
山
全
力
交
付
1
7
1
1円
九
人
こ

γー
一
］
…
死
一
が
ヂ
け
、
ヲ
オ
一
G

F
」
予
つ
の
一

同
L

況
は
、
任
務
と
は
問
係
心
ふ
い
ペ

44」
投
じ
「
ポ
訟
の
処
岬
と
は
関
わ
り
な
い

U
M的
f
【
さ
て
お
Q
M
L

と
ヱ
士
山
崎
市
詩
作
山
引
を
訂
定
L

J、
円問
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戸

l
L

、ース＆

（

h
k

一
杯
？
川
引
尚
喜
二

t
力
白
、
右
打
↓
口
一
司

1判
批
、
ン
Z

け
↑

1

f
ハ
八
、
サ
一

九
日
為
t
ぷ｛
L
L
h
j

戸
と
什
同
体
に
J
D
明

γJ工
門
土
ど
る
c

ぺ
町
一
叩
一
・
前
山
V
1
4
司
問
↓
ー
コ
π
友
会
開
リ
一
三
た
、
刷
述
刀
官
市
川
持
白
川
十
h

者
ル
iv

刊yr
怜
が
ぶ
め
つ
れ
な
い
一
北
附
さ
れ
て
い
る
い
と
拘

9

千
い
ほ
か
『
刑
法
各
市
F

へ
ん
い
山
）
ハ
〉
八
は

Fv二

一万一ぜ

jし
ノ、

ー
白
n
ば
、
判
ム
l

ん
が
甲
府
処
珂
心
印
税
問
か
注
悦

ハ
は
さ
｝
今
一
回
亡

刀
；
口
、
m
x
J
J

さ
い
れ
た
財
売
に
つ
い
て
の
科

一
十
ト
（
［
品
川
）
安
問

引↓
h
y

巨

判
時
凶
可
化
」
ワ

パ
ι

一一〔
L
れ
川
鉄
三
口
判
事
件
、
c

考出

、i
 

／
 

よ行

仏
前
山
前

;.:1i1・n:, 

従
来
、
背
任
罪
の
誌
論
む
中
、
い
で
丸
ワ
た
討
作
」
特
十
日
本
質
布
、

段
ひ
、
ム
下
什
や
む
片
邸
周
乞
限
定
「

vouvき
は
咋
任
行
為
C
大
枠
？
山
す

？
1
1
：コ
1
1七
三
ド
j
h
コ
：
上
：
コ
J
J

J
i？
4
4

よ
1
6
J
干

frtゎ
l

＋

I
T
U
－
i
z
tず

1
｝

ま
4

山
ャ
て

凶
刊
刊
加
パ
ー
一
川
門
的
に
闘
す
る
」
夜
、
羽
は
、
背
任

る
一
凶
を
令
し
て
い
七
も
り
の
、

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

行
為
の
問
題
ど
？
川
公
的
に
取
り
仇
む
旺
も
礼
ら
れ
に
も
の
心
、

ψ
」
炊
け
の
」
と
な
が
ら
、
背
予
行
為
の
内
w
u
b」
直
長
に
と
り
ふ

r

げ
ゐ
も
の

」
れ
な
き
、
り
に
命
ず
る
必
山
女
は
な
台
有
し
て
い
た
。

で
は
必
く
、

F
↓
ん
で
「
任
務
澄
古
」
安
件
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
十
分
台
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い

い
状
凶
い
に
あ
る
、
J

子
f
酬
に
釘
け

る
形
ド
ん
附
決
選
反
の
強
調
は
十
九
四
的
な
も
の
に
過
ぎ
以
昔
、
だ
質
的
に
判
断
す
る
と
い
っ
て
も
、

μ
山
門
川
の
乙
こ
ろ
、
恒
川
義
誠
実
；
い
コ
た

村
山
本
的
な
比
基
準
が
v汀
ち
け
い
さ
れ
る
に

rど
ま
コ
て
い
る
。
ま
た
、
い
平
口
付
日
行
主
弐
務
の
よ
う
な
一
般
条
約
J

的
な
刑
法
外
の
出
品
刊
と
の
関
係

j
t
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
江
い
、
話
的
主
張
さ
れ
る

1

ぶ
利
パ
ぶ
惜
も
、

は
な
り
え
な
U

と
解
さ
れ
る
。
斗
例
も
ま
に
、
五
質
的
な
リ
リ
断
を
行
う
こ
と
は
は
っ
き
り
じ
て
い
4
0
も
の
の
、
そ
れ
以

i
に
え
咋
的
な

で
は
任
務
涜
凶
行
判
断
の
決
た
的
基
準
〉

終
慌
は
不
？
レ
L

え
て
は
い
な
い
の

(f¥l人民半、 c0 (l 12c' IZG 120凶）. c • 



r日

以
卜
の
、
よ
う
に
、
背
任
「
仁
ゐ
に
闘
す
る
設
が
出
の
誌
論
は
い
ま
だ
；
分
と
は
い
え
沿
い
」
他
方
、

沢
年
、
古

ド
イ

y
に
お
い
亡
は
、

粁
行
為
に
附

γ
る
注
日
λ
J
ペ
き
川
川
例
が
い
く
つ
も
盗
場
L
、
そ
れ
に
伴
ヮ
て
、
予
芯
に
お
い
て
議
論
が
盛
り
ー
が
れ
を
見
J
」
て
い
る

J、
円問

こ
の
状
況
を
参
照
」

2
2
一
一
三
、

政
が
M
門
の
議
市
に
刈
一
3
0沿
い
「
ん
な
不
安
」
γ
伴
行
い
ー
一
器
、
え
る

1 

本
立
め
一
山
町
c

五しぷ
v
弟一一川町一一
N

一一日到。

本
立
第
一
節
治
拡
c

:; 2 

駄
目
一
一
立
早

い
ヘ
イ
リ
ノ
に
お
け
る
議
治

ヨ当

背
任
罪
競
走
心
構
造

仏
弔
一
村
一

は
じ
め
に

？
イ
ツ
到

μ
（り
t

は
わ
い
品
計
三

E
H
0
5
J
h
一六
L

ヘ
タ
ふ
で
規
定
さ
れ
て
い
る

U

す
た
百
わ
ち
、

法
律
、
’
R
Uの
否
打
若
し
く
は
z弘
待
行

rAに
1
0

汁
て
行
rd告
に
f

J

え
り
れ
た
、
他
人
（
U
財
＃
乞
処
分
し
J

b

し
く
は
他
人
に
、
式
務
を
品
川
ハ
わ
村
る
権
限
立
佐
川
市
し
、
又
は
、
ぽ
作
、

｛
日
什
の
委
任
、
法
律
行
為
者
ノ
〈
は
わ
い
任
関
係
い
基
つ
い
f
L
戸
行
為
者
に
負
わ
さ
れ
る
、
他
人
の
川
川
主
上
山
引
益
に
配
慮

F
る
義
務
に
反

、J

、
こ
れ
い
、
。
り
、
円
己
が
そ
の
川
間
咲
ー
の
利
註
主
保
護
す
べ
き
芸
に
損
出
［
を

U
え
た
者

二
一
六
7

ハ
与
一
明

J

は
斗
年
以
下
の
自
国

刑
又
は
い
司
令
川
キ
ー
も
っ
て
処
引
さ
れ
る

そ

つ
れ
て
い
る

つ
の
強
出
、
一
j

ないじっ一、

1

法
洋
、
’
h
リ
心
一
会
科
若
、
く
は
法
松
h
J

行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
に
日
え
ら
れ

に
、
他
人
心
財
件
を
処
分
L
右
し
く
は
池
人
に
美
諸
を
ノ
h
h
Jパ」
4

る
持
以
J
V
－
濫
用
し
、
・
：
：
こ
れ
に
ナ
り
、
当
己
が
そ
の
財
産
上
り
利
川

z
V
｝
保
詫
す
、
き
者
に
お
け
1

門
を
加
え
た
l

場
台
ζ

、

｛巳いけの－
f
Hハ
ヘ
法
行
行
為
＋
わ
し
く
は
い
信
任
持
係
に
ぷ
づ
h

て
行
為
者
に
負

日記 I、法学108 1.：キ3けji剖 c＇υ1;9.s' 



必
さ
れ
る
、

他
人
の

VJ梧
！
の
利
「
十
円
い
配
慮
す
る
義
扮
に
反
し
、

ミ
れ
に
よ
り
、
白
J

が
そ
の
山
謹
上
の
利
益
寸
一
保
護
「
吐
き
者
い
相

ん
い
を
日
え
た
場
へ
じ
の
う
わ
、

v
川
設
が
J
J
m

｛
い
肉
体
点
裟
作
（

Z
5
7
2
K
M
1
7二一
X
3
2
X
）
、
後
没
が
同
庁
伝
情
戎
昨
ナ
／
科
い
（
｛
コ
ロ
一
ヨ
】
p
d
］出

一2
7
2
－m
g
E
L
一
呼
ば
れ
て
い
る
ロ

以
一
、
で
は

ド
イ
ソ
に
お
け
る
議
論
争
一
参
考
に
す
る
た
け
即
日
前
持
と
し
て

及
び
、
従
心
不
議

現
行
日
比
円
灯
ー
処
判
規
f
止
り
形
成
治
犯

請
さ
れ
て
き
三
白
、
を
柏
単
に
料
介
し
、
若
り
検
討
を
加
え

（
本
的
）
、

Z

の
日
間
、
本
山
侃
の
十
仁
誌
で
あ
る
庁
汗
ノ
仁
お
に
川
崎
パ
L
亡
詳
し
：

八
郎
じ
る
こ
と
J
し
た
い

（
第
筒
、
体
一
節
J
C

考出

第

H

イ
y
刑
長
一
六
六
条
mv
形
成
過
程

;.:1i1・n:, 

一
九
一
一
与
の
改

ι以
前
の
旧

見
定
し
て
い

パ
ハ
ー
ハ
条
項
は
、
奇
仔
川
め
の
偲
い
た
い
J
7
る
vn吉
限
定
列
、
わ
し
、
行
為
能
〕
訴
も
ん
合
号
で
宍
な
っ
て

す
な
わ
ち
、

一
後
日
比
人
、
続
首
人
、
財
産
似
義
人
、
係
争
物
利
保
持
人
、
対
UAU引
退
人
、
法
口
執
行
在
、
及
び

行ff＂＇に fつける↑「務述 11Y fr作行為）

引
山
田
の
管
川
一
人
が
、
バ
一
図
的
に
そ
心
慌
い
せ
と
に
文
託
さ
れ
た
人
又
は
吻
旧
制
半
口
を
加
え
る
た
め
に
行
動
し
h

場
合
、

一
代
円
一
人
が
、
安

に
卜
者
り
債
権
（
て
の
他
心
財
岸
諸
分
川
合
間
川
門
的
に
何
人
に
梢
守
な
加
え
る
た
め
に
処
分
し
こ
場
合
、
一

i
地
測
量
人
、
日
明
完
人
、
日
刊
！
V

人
、
貨
物
訟
五
人
、
仙
い
め
給
付
人
、
伊
豆
人
、
測
量
人
、
商
品
検
公
人
、
術
開
何
人
、
前
世
い
人
、
川
内
λ

び
、
公
権
力
午
H

U

り
そ
の
ほ
立
引
の
註

ー
の
委
託
さ
れ
た
業
務
に
必
肉
、
）
て
、
立
図
的
に
そ
の
宗
務
を
処
理
す
る
若
に
同
町
竿
を
前
え
る
場
企
」
、

背
粁
芥
ど
し
て
処
罰
さ
れ
た

J

日
川
胤
｛
ん
に
お
い
て
議
論
の
叫
l
h
こ
な
っ
て
い
た
の
は
一
号
で
あ
る
ハ
「
な
わ
ち
、
河
口
方
に
へ
円
ま
れ
る
の
は
、
法
伊
行
為

ζ
L
て
右
効

（慌…削
UA
）
、
そ
れ
い
〈
も
、
そ
の
他
心
万
件
…
で
委
任
者
け
町
長
に
忠
影
響
を
及

な
他
人
心
財
産
部
分
の
処
分
を
行
っ
た
代
湾
人
た
行
か

（
北
円
信
一
説
）
が
予
わ
れ
た
U
v
法
お
は
、

ぽ

γ者？
h
人
fu
ま
れ
る
の
か

一
コ
’
ト
、
ゴ
、

J
f
i
j
、
右

現
行
ハ
ハ
条
に
い
品
川
て
、
背
汗
mdzf
治
用
構
成

(f¥l人民半、 c0 (l 131 I 131 12（）凶） . c . 



r日

支
作
と
背
信
構
成
主
件
に
分
け

よ
う
と
、
「
7
1
3

れ
と
川
叫
に
、
川
山
判
的
h
ベア叩』一

一
つ
の
条
文
に
U
M

叫
ん
じ
ヂ
る
ご
と
に
；
勺

J、
円問

例
わ
r
一胡山岡
F
川
く
剖
え
る
た
め
に
、
日
規
公
に
お
け
る
？
？
一
体
を
列
会
「
る

h
式
を
円
以
索
し
た
υ

か
く
し
て
、
従
来
の
市
民
説
と
背
伝
説
の

六
ハ
条
は
レ
恥
罰
組
問
回
の

U
M別
性
ヨ
い
し
は
不
明
確
性
乙
い
う
問
題
を
話
芸
也
、
」
v

」乙一なっ

争
い
は
終
息
し
た
も
の
の

円門川一ず、ノ

ミノ
f
c

4
川h

・J

千一説

η
辺
、
心
も
そ
こ
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第

つ
の
椅
成
要
刊
の
明
日
背

古
U
A
J
1
，

二
六
T

ハ
条
？
川
引
に
は
背
hU舟
r
U
W〈
吐
け
と
濫
羽
山
地
成
史
付
が
同
情
し
と
い
る
こ
と
か
ら

山
者
の
関
係
、
出
問
題
と
ほ
る
し
改
v
け

間
後
か
ら
数
l
片
山
は
、

一
一
九
L

宏
子
炉
目
玉
川
科
て
ιめ

J

た

一
一
つ
の
独
げ
し
た
苛

同
説
に
よ
れ
日
、

濫
市
山
間
以
要
川
川
と
背
伝
椅
成
事
〈
件
は
、

H
竹

C
1構
成
裟
件
ー
で
糸
一
ヤ
＼

民
川
小
舟
成
川
タ
件
L

つ
い
て
は

1
2

い
い
が
そ
の
貯
体
十
む
利
↑
而
乞
川
護
ト
ー
ベ
k
d
t

と
い
う
際
保
文
子
ら
均
一
ー
か
れ

る
刻
産
似
一
一
義
務
一
ぐ
2
日
ご
間
内
臣
官

5
5ロ
間
切
互
に
μ
さ
は
山
女
求
き
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
L

し
か
し
、
沖
邦
通
惇
及
判
所
一
九
七

ノ
ャ
じ
月
二
六
日
判
決
（
い
わ
ゆ
る
小
川
叫
子
力

i
ド
判
決
～

に
よ
コ
て
こ
の
路
線
に
転
機
い
叫
ん
訪

わ
た
一
平
rた
は
、
金
瀧
桜
川
聞
に
よ
っ
て
小
切

T
の
主
r
h
が
保
一
討
さ
れ
と
い
る
こ
と
を

j

小
す
い
わ
ゆ
る
小
切
手
カ

i
k

へ邸内
F
4
A
日rrp】コ一司）

主
将
つ
闘
在
日

J

げ
の
な
い
ツ
切
子
に
よ
る
人
弘
主
吋
っ
て
全
融
機
関
に
債
務
主
負
担
さ
せ
た
と
い
う
も
の

E
あ
ゐ
し
連

川
地
J
h
明
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
、
｝
た

ν

ゴ月一任山汁に
d

お
け
る
川
梢
成
支
件
の
不
法
は

皇
、
コ
リ
、
）
二
ihJ

市
l
Hノ
じ
禾
！
，

j
u

一↓同勾吋】
d

己コ戸】持
N

允コ一

μ～
克
れ
川
弘
氏
義
務
法
以
に
一
ご
に
ね
従
ド
日
け
口
、
れ
、
小
切
手
力
｝
ド
の
同
支
石
に
は
銀
行
に
対
す
る
，
て
の
士
、
／
な
特
別
の
川
町
定
保
H
4一
空
執
務

1hlv

欠
知
一
j

る、

判
一
託
の
4
4
解
の
根
拠
は
、
別
件

ノ、

ノ、

ミミ
O) 

丈

日

！［ 、
;:: ' 0〕
・；：～ l I ， 
、／ノ，、
t、iii'.

十三 上
がl の
命利
活 ｛，！，，

は＇＂↑恥
i討議
産「
iA: '' ＝告 さす

義 L

成J 」

対
係
文
小
双

γ

刀
心
構
成
安
心
い
同
州
市
に
定
か
る
と
い
う
、
」
こ
に
基
づ
く

U

こ
の
、

F

ふ
う
な

南
方
の
構
成
以
件
に
必
要
一
さ
れ
、
ネ
一
心
内
刊
行
J
U
同
二
、
込
め
る
と
い
う
も
の
セ
あ
γ

句
。
そ
の
コ
ぬ

く
）
処
分
権
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阪
の
拡
い
山
市
に
濫
用
構
成
安
打
ー
か
小
成
立
す
る
の
は
、
権
限
が
ま
さ
に
他
人
の
山
川
、
庁
保
誌
の
門
的
の
た
め
に
k
J
之
、
つ
れ
て
し
る
旧
制
ム
「
に
限
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
見
滑
に
よ
れ
ば
、
設
月
w肝
心
政
芳
、
作
は
、
背
伝
情
必
要

fζ
汁
の
山
並
保
護
ヤ
バ
山
を
前
提
と
し
て
お
川
、

立し
V
U
F
つ
け

b
れ
る
υ

本
判
決
以
降
、
判
例
は
一
ア
ノ

J

況
に
収
よ
ー
し
、

j重注
~JI，折
も Ii~
こ な
れ背
を炉
支 f障
子Cf );Ji 

L安
て it
v、U〕

るl三｛,, 4、
討に
は
三？、

要
な

「
前
日
別
ド
川
内

仏
軍
川
コ
孔

背
任
山
芥
の
主
体

考出

！日

六
六
条
の
よ
う
な
主
体

こ
と
に
よ
旬
、
背
任
罪
心
、
ム
仏
の
鈴
当
も
新
た
に
争
内
J
L
し
し
て
浮
7

一
一
し
に
じ
濫
市
清

成
申
丸
什
の
4

下
俸
は
、

一
点
作
等
に
よ
ラ
て
処
分
権
限
止
は
義
務
利
げ
持
奴
Y
F
P
2
え
ら
れ
え
者
一
で
あ
る
：
犯
人
の
到
斥
ピ
処
分
し
、
J
v九

;.:1i1・n:, 

は
、
他
人
に
義
務
主
負
わ
廿
る
か
悦
限

対
外
的
に
他
人
心
刻
件
桧
乞
白
刈
に
変
死
、

二
伝
務
を
負
わ
せ
る
ご
と
を
℃
き
る
」
ユ
ー
に
さ
一
什
る
権
限
て
あ
る
。
こ
の
権
保
は
、

と
I~ 

行
為
高
に
、

χ］ 

i!, 
;r;・ 

効
ど7
0 

Cコ

；十
れ
ば
t；： 又

な｛出
いι4人

容
量

喪
失
し
、

行ff＂＇に fつける↑「務述1'Y fr作行為）

他
方
、
背
信
市
川
山
山
古
件
の
王
体
は
、
「
他
人
の
剥
泣
上
の
利
叫
に
配
慮
す
る
表
務

（
財
津
川
比
山
立
会
初
一
や
む
戸
う
名
で
あ
る
す
一
同
前
い
は
山
宮

刊
の
悶
係
H

つ
い
て
の
判
例
通
説

r
u
J山
Z
J

一ノ一一回、

山
よ
れ
ば
刻
洋
一
叫
泌
義
務
1
／
財
産
仮
設
五
校
は
同
〕
内
容
で
あ
る

財
産
保
一
定

義
務
の
川
容
を
落
心
「
る
こ
と
が
、
ニ
体
v
一J件
の
ん
刊
rh
一
の
判
闘
い
と
「

判
例
は
、
新
二
ハ
ハ
名
門
パ
ピ
旭
川
↓
人
さ
れ
た
陣
後
に
、
財
洋
保
設
義
務
の
一
内
谷
に
悶
7

し
て
一
一
つ
の
茶
持
J
r
4
1
げ
亡
い

間
呼
保
護
義
務
が
行
為
斗
寸
ζ

本
人
心
利
の
門
川
市
関
係
一
の
本
民
的
内
容
を
な
す

t
い
え
る
ご
ベ
②
目
立
陀
似
拙
枝
元
務
を
呉
、
つ
釘
仁

F
ん
と
い
一
ち
、
小
山

独
リ
件
F
N
d
！
の
ら
れ
る
、
」
ζ

、
ふ
」
同
町
長
引
護
義
泌
が
二
也
m
w
M
判
川
門
及
び
存
続
山
崎
刊
を
乞
つ
」
乙
で
あ
る
つ
士
、
れ
り
の
う
ち
一
、

muは、

問
え
ば
、
ド
イ
ツ
ハ
同
法
四

条
に
よ
る
、
犯
仏
判
明
岬
係
に
お
い
て
池
万
吋
事
者
の
利
井
を
似
山
山
市
「
る
義
務
は
、
従
属
的
な
説
務
で
あ
っ

亡
背
汗
訂
で
は
阿
倍
に
な
九
一
ば
い
い
F
J
V
F
L目
味
「
司
令
。
必
は
、

、
i
A
P
人
一
に
代
わ
っ
て
川
町
並
に
配
慮
一
α
る
地
ド
を
を
議
11れ
て

(f¥l人民半、＂＂ (l 133' 13;3 •20凶）. c . 



r日

い
る
以
上
、
口
己
祭
主
的
な
決
定
心
会
抱
、
引
’
残
さ
れ
℃
い
な
け
れ
ば
な
ら
ー
よ
い
一
一
と
を
ヰ
石
川
河
す
る
μ
為
与
が
ふ
主
権
泣
パ
v

独
J

性
を

J、
円問

持
つ
こ
と
が
事
求
さ
れ
て
い
る
の
で
為
る

0
6は
、
事
務
丸
洩
が
之
の
紋
続
件
を
持
ち
、
そ
の
組
問
が
例
引
の
活
動
を
趨
え
て
い
る

こ
こ
を
詰
味
ず
る
ペ
ヘ
ル
〆
」
ぬ

2L川
市
は
、
似
せ
て
、
表
F

け
の
亘
安
川
口
二
一
点
呼
ば
れ
て
い
る
」
以
上
の
五
月
は
、
沖
一
月
捜
豆
試
判
所
の
同

問
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ

も
3

乙
4u
、
材
料
に
お
い
亡
、
こ
れ
ら
の
民
本
子
光

E
p
vれ
仕
く
／
）
J
h
庁
任
罪
の
王
体
社
z
V
｝
行
記
L
ト
も
の
も
ド
ァ
ら
れ
る
に
こ
ろ
で

ち
え
て
河
、
主
士
一
、

j

f

J

Y

 

レ
義
務
J
h

の
寄
託

ιよ
う
に
、
軒
げ
の
給
付
賀
町
悼
の
中
心
に
は
な

情
一
叫
の
管
到
底
日
悼
の
も
と
で
は
ム
下
た
る
義
務
と
は
ゐ
と
さ
れ
て
レ
る
し
、
一

ωに
民
し
て
も
、
集
金
人

m
も
に
現
し
と
は
、
賃
貸
他
お
係
に
お
け
る
保
証
余

い
よ
ろ
な
日
に
も
背
H
F
F
C
F
休
日
以
J

肯
定
さ
れ
と
い

、事一、4
~ 

S」、
v
j

子
説
か
ら
は
こ
れ
ら
心

i
Jー
に
は
持
義
も
提
不
大
れ
て

戸、
日ν

川
内
え
ば
、
む
に
民
し
、

そ
の

K
別
某
準
が
F

仔
立
し
な
け
れ
ば
虹
意
味
で
は
な

本
武
的
－
n

正
本
質
的

rLR別
は
一
陀
昧
で
あ
っ
亡
、

一
度
ふ
さ
り
の
川
内
係
や
綱
引
的
公
開
係
H

お
い
て
も
財
＃
ω外
務
義
務
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
均
台
日
ず
あ
る
、
り
て
は
な
い

か
と
持
梢
手
れ
て
い
る
｝
サ
で
の
た
め
、
学
誌
に
お
い
て
は
、
以
ー
の
て
っ
心
主
叩
は
制
定
が
一
歳
義
務
を
認
め
る
た
め
の
問
按
印
刷
叫
に
過

個
別
市
中
仏
間
の
れ
！
山
内
状
民
に
よ
っ
て
判
断
「
る
以
外
必
い
と
団
解
さ
れ
亡
い
る

d

し、

一
切
に
悶
し

近

l土

上
記
の
基
準
以
外
に

判
村
川
刈
及
ひ
学
訴
の

（

F
t
2
r
d
d
g
m
弓
吉
三
ミ
Z
Y

他
人
心
引
け
山
の
た
め
に
類
型
作
手
れ
た
い
憤
待
関
係

と
い
う
十
九
況
も
い
院
し
い
ら
れ
て
い
る
「
双
方
の
引
弔
一
芸
が
自
己
の
利
絵
U
T

官
一
ぶ
す

日
u
i
f
l
L

、

l
d
t
j
 

る
と
い
う
こ

r
に〕
C

っ
て
特
故
村
け
？
引
い
る
目
立
ノ
な
父
役
関
係
を
糾
除
「
る
一
こ
を
狂
っ
た
蒸
準
で
あ
る
。
も
一
つ
ヒ
も
、

日
ー
の
利
治

を
各
ー
日
が
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J
Z
L
れ
は
山
、
1

ム
の
沿
円
以
／
7

－r
p
H
円
Z
T
N
Mご
Z
P
N
H吋
）
、
政
ど
リ
決
算
認
η
Eー
の
れ
L

は
ご
つ
い
て
の
法
押
よ
心
点
求
、
悶
ず
る
跨
ぷ
J〆対一日叫す～
μ

的
治
政
子
［
ぐ
い
る

（出
C
Z詑
Z
’ニし
γ

以
ー
に
つ
き
、
ヨ
月
プ
り
ア
ヘ
A
山
中
’
刀
コ
ミ
公
安
田
「

一
川
出
ぜ
｛
主
主
誌
が
一
己
最
古
｛
り
判
決
し
い
く
一
山
口
工
壬
む
追
い
等
ー

二
山
一
一
支
出
｛

Z
」メ～

S
4守
口
υcμq寸市
14
印

ι

（ん山川｝門戸川引ム｝角〆…
J
E
〔
〉
刀
ロ
ペ
り
ム
川
町
ハ
Jr＼川町ハ
Jr＼戸市凶〔
Jrpq円刷－
hPR
門C口一郎

、「｝

C
E
2
Z
E
A
J
A
r
s一
句
担
三
Tcmrdn
ァ
ミ
？
一
三
五
円
三
月
戸
一
A
J
Z
1
N

r日J、
円問

日
。
一
河
口
戸
川
）
一
∞
dJ
一ト門戸市
2
2
M

∞
わ
出

F
1一
出
島
（
）
沼
町
P
H
U］

一
山
も
お
ア
叫
】
α
い
ヨ
ぞ
Am戸『討さで竺］－

Jぐに
F
2
A
4
C
3
【戸《じ
FMmvTJ
見

z－rhui
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ぬパ
n
の
｝
半
月
勺
JN
（
戸
山
古
川
）
小
山
い
h
v
U
2

】

ωA

コ叫〉
FG《
リ
ハ
白
羽
田
勺
J叫
mwRJJF
国｝

2
r
p
づ告、
JF士
三
仏
コ
ぬ
ベ
ハ
宮
崎
吉
川
パ
出

J1cqJcm川
ハ
コ
ハ
〕
回
目
勺
一
二
三
一
｝
j
f
ぺ】

LRJJぺ
ι

円↓
34コ
】
mq

N
1
6
r
p
M
C
C
F
3
c
fい
は
｛
ん
ご
討
包

E
2《U
v
h
v
F戸
｛
）

V
1
い印。

一幻
F

ミ
っ
と
も
、
背
汗
枠
ご
2
プ
匂
故
弘
の
制
限
比
、
一
則
一
定
上
心
張
主
一
辺
件
乙
パ
ル
民
係
て
は
な
コ
ー
ハ
門
市
町
一
と
な
っ
て
い
る

z
t
Z
M
4
u
r

己

初

日

谷

川

二

U
判
伐
に
｛
ぺ
き
、
叫
ん
己
主
o
F
斗
2
a
z
p
f↓
ま
一
｝
ν
己
5

2

2
つお
2
5
A二
一
三
話
一
括

Z
を
い
（
）
（
巧
以
］
三
吋
［

J
］
E
E
r
r－
五
2
q

HJMM門戸
E
G
r
h
w
p
p戸
伊
丹
ハ
一
日
一
｝
HHリ
ハ
「
ぞ

h
w
r
m
R
P
7
ω
2
H
r
w
L
E
R円－
M
C氏
。

H
N
R
F
E
M
F－MP－
z
r
E
H
L
Fの一

γ，M
戸
N
M（
）
「
）
円
以
日
時
日
－
－

1
－
np戸
明
白
何
回
戸
以
E
E
E

と
］

2
円
ヨ
ス
河
内
J！
印
t
N
N
n
q
N戸
可
さ
ず
寸
ヨ
ハ
コ
会
一
戸
川
パ
ヰ
ハ

E
3
2ハ
寸
由
民
三
印
え
い
凶
ロ
シ
日

02u
明
日
一
工
川

υ寺
場
開
い
｝

考出

主存

じ

J
F
j
b

t
F
1
1
 

i!ri 
第

設
用
構
成
市
古
川
川
権
限
濫
川

;.:1i1・n:, 

判
官
品
川
端
成
袋
汁
れ
い
り
規
定
す
る
わ
為
の
イ
世
保
は
、

Y
Y八
ら
れ
た
権
限
の
注
川
市
で
お
る

F

一
濫
用
一
と
は
、
法
的
権
能
の
一
み
っ
た
利
用
で

あ
れ
、
内
部
関
係
に
山
来
す
る
義
務
九
臣
、
り
し
た
具
作
的
必
格
以
行
使
ご
析
す
る
規
範
的
な
評
怖
で
め
る

J

行ff＂＇に fつける↑「務述11Y fr作行為）

行
為
者
け
や
伝
的

γ『
効
LP小
山
印
行
為
～
ζ

行
っ
て
い
る
必
安
叫
d
o

あ
る
｝

サ七
h
u川
崎

h

、

「
活
用
」
し
ー
に
と
い
え
る
た
め
に
は
、

二

伝

的
H

可
能
で
あ
る
が
治
さ
れ
て
い
な
い
行
b
E行
う
ご
し
こ
と
定
式
作
宍
れ
て
い

舵
用
は
、
竹
山
均
一
り
料
い
叉
あ
る
い
は
内
一
む

か
ら
M
H
断
手
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
し
た
め

ら測
さふ ι』

許
可

k
t
J人
行
為
心
ハ
一
行
、
ノ
が
、
内
心
で
は
自
己
の
た
め
に
金
銭
十
一
利
目
す
る

市
川
上

Y
Uつ
評
価
を
下
「
に
は
、
外
部
的
権
従

：J
7
j
z
了

一JJ同
市
川
配
性
｝

つ
も
り
で
あ
っ
た
場
合
け

批
岡
山
川

の
一
行
在
を

確
認
し
た
ベ
え
で
内
部
の
捻
限
（
渋
的
な
許
町
）

の
超
過
が
認
定
さ
れ
る
必
伎
を
め
る

外
部
的
棒
誌
は
説
法
上
町
一
’
有
効
性

わ
ぺ
」
抗
力
ぷ
在
日
立
市
、

I
J
L
F
f
I
f
y
 
ノ土為払旬
y

i
小
人
心
閣
の
内
部
関
係
に
必
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
引
認
定
さ
れ
る
。
沼
市
に
よ
れ
ば
J

付
限
超
過
の
認

「

dn
一

件
一
す
る
と
さ
れ
る
。
川
町
一
片
伝
護
車
内
務
浬
反

η
円
、
に
つ
、
て
は
絞
述
ず
る
。

L
ム
つ
♂
I
、、

定
は
川
町
一
並
保
一
九
荒
持
活
反
の
可
断
ぃ
〈

や之
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r日

らち

:;z, 

背
信
構
成
安
打
出
援
配
慮
義
務
注
円
以

J、
円問

北円
C
V
構
成
主
仕
い
の
規
定

f
る
行
為
の
悲
穏
ば
財
洋
に
配
慮
す
る
一
執
務
の
遣
い
は
で
あ
れ
、
法
律
行
為
に
限
つ
れ
る
ご
と
な
く
、
事
実
l

7
 

の
行
為
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
作
為
・
ぶ
作
為
を
問
、
わ
ず
ノ
叫
先
行
さ
れ
う
る
ロ
本
’
へ
の
限
定
に
位
一
致
的
な
相
、
害
を
以
え
る
攻
撃
＆
人
止
ま
れ

る
と
さ
れ
て
ど
。

－
V
ヌ
圧
配
嘉
義
務
は
背
わ
防
小
川
出
u
l
件
の
主
体
を
州
い
す
る
ω品
位
い
で
も
占
め
る
n

前
述

L
た
仇
う
に
、
背
任
釘
心
主
体
は
、
込
が
川
、
行
持
者
、
／
一

木
人
の
全
体
的
な
法
律
現
係
に
某
づ
し
て
判
断
さ
れ
て
お
じ
、
背
任
行
為
の
場
一
門
で
は
、
行
為
者
が
台
、
う
悦
一
山
具
体
J

む
た
表
務
心
選
民

げ
か
出
円
汗
行
為
J
計
倍
さ
れ
る
パ
に
か
と
い
う
民
で
議
訴
さ
れ
て
い

弘前

討
性
保
護
義
務
述
反

乙
す
↓
寸
非
主
H
人
ヰ
土
台
J

て
も
百
日
行
茸
瓦
H
A
ヰ
士
一
d

J

亡
、
六

＝

1！

1
！
l
i
；“
l
i
－

－

1

！
f
！
l
i－
－
：

l
i
－
 

実
行
行
為
心
中
核
乞
な
す
の
は
剥
廷
が
講
義
務
の
選
以
で
為
る
つ
財
注

日
出
謀
議
務
な
い
し
そ
心
没
反
日

闘
し
て
は

こ
れ
ま
で
、
ャ
：
ペ

y
で
は
制
別
の
ぺ
卵
白
い
ど
収
け
上
げ
一
よ
叫
論
さ
わ
い
て
き
て
い
る
の

で
、
本
稿
で
も
、
以

F
、
論
点
ご
と
に
紹
介
・

と
に
し
た
い

v

会会
N 

頃

心
作
法
と
の
関
係

六
え
条
は
財
性
保
護
義
務
の
内
谷
ピ
コ
し
い
て
川
正
友
乏
し

E
い
ま
い
止
め
、
そ
れ
は
刑
法
外
の
法
仲
間
係
に
従
コ
て
確
定
汽
れ
る

と
浴
さ
れ
に
い
る
υ

す
ノ
江
わ
ち
一
、
通
説
に
よ
れ
ば
、

y
け
れ
れ
罪
に
お
け
る
義
務
（
泣
反
）
と
は
胤
判
的
構
小
北
京
件
裟
友
C
あ
り
、
庁
、
の
内

容
は
別
法
外
の
義
務
カ
タ
ロ
グ
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
か
く
し
て
、
刑
法
外
の
法
分
野
、
こ
の
関
係
が
間
決
ζ

な
る
の

従
来
、
こ
の
円
、
を
w
た
っ
て
は
、
汗
務
r

有
〆
消
却
係
）

一
川
市
汁
容
が
さ
川
出
で
あ
る
場
合
心
開
江
詳
の
成
石
が
問
題
と
き
れ
て
き
打
。
選
法

λ
日
叫
汗
務
円
単
日
る
不
履
行
掛
川
～
消
さ
れ
仕
い
こ
と
に
は

予
い
が
あ
る
の
は
、
日
単
な
る
不
時
行
や
越
え
る
場
合
、
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十
品
人
ー
か
け
現
法
え
は
じ
八
俗
造
反
心
同
的
の
た
め
に
支
Z
H
J
た
入
店
主
ベ
ヰ
」
行
為
者
、
炉
本
人
工
〆
一
の
収
り
決
め
に
反
ー
い
て

小
当
に

利
川
ず
る
場

ヘノヒ 口

f で
るICあ
っる

いJ

か引
しゃj

及

大"'' 口ふ
う子
の
で「

店見
｛主

ゴ
罰
的
な
事
例
に
対
一
J
る
利
隙
を
作
つ
な
い
た
め
に
、

」
の
場
合
同
L
U
H
H
f
x
の
戎
J
を
打

円
引
り
決
め
が
法
的
に
認
め
り
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
du
背
仔
罪
に
一

t
Q何
一
誌
を
認
め
る
ζ

い
う
の
は

法
秩
守
J
統
性
の
出
河
内
に
反
す
る
い
〈
批
判

L
て
い
る
ハ

反
対
説
は
、

背
汗
行
為
の
場
問
に
限
る
一
ぱ
ら
ぱ
、
行
持
者
が
注
法
な
汗
務
を
引
に
叫
ん
／
AML
な
川
こ
と
を
超
え
て
、
」
判
ら
古
の

VJ一
昨
処
分
を
’
仁
丹
場

合
、
当
該
処
分
自
体
が
義
的
治
泣
反
と
司
悩
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
浪
ゎ
、
積
極
に
訴
し
て
よ
い
で
£
ろ
h

つ
じ
取
り
決
め
の
違

考出

法
・
良
俗
遵
況
は
、
本
人
に
保
設
に
伯
す
る
対
岸
川
が
十
行
人
七
ヲ
る
の
か
と
1
工
つ
場
一
向
で
一
認
識
さ
ー
れ
る
べ

I百

日

" 円
己

第

;.:1i1・n:, 

的）

本
人
が
行
為
者
の
財
件
処
分
に
つ
い
と
い
，
意
ど
し

C
い
る
場
合
、
濫
川
端
M
州
市
久
什

d
R
E
h止
明
氏
也
古
叶
も
い
肌
↓
V
L
2
い

J

こ
の
湯
台
、

両
構
成
史
件
に
必
訟
と
主
れ
と
い
る
義
務
還
反
が
慨
に
存
F

止
し
な
い
か
ら
で
町
一
る
二
の
立
一
刊
で
、
苛
仔
振
に
お
け
る
車
九
の
い
同
者
は

で
あ
る
と
一
校
的
山
問
解

5
れ
と
い
る

行ff＂＇に fつける↑「務述11Y fr作行為）

構
成
安
竹
中
出
却
ナ
る
九
U
立

（
同
い
】
ロ
バ

o
h
m
w
片山口

ι口
広
）

if', 

Jj'¥ 

州
刑
別
の
表
務
返
町
内
行
為
と
の
関
係

背
任
罪
の
体
の
設
」
古
川
と
も
関
係
ト
ゆ
る
が
、
判
測
に
お
し
て
次
の
よ
う
な
」
と
げ
と
u
わ
れ
て
い
る

v

行
為
ズ
！
と
へ
で
人
的
必
一
体
と
、
ぷ
L

（ヨ
2mgpさ
え
）

の
契
約
悶
係
に
基
づ
い
て
貯
差
保
護
義
務
方
認
め
、
つ
れ
る
と
7

し
て
も
、
個
別
的
に
は
、
そ
の
造
反
が
背
任
罪

Jr成
J

」
の
』
ミ

J

な
考
え
方
に
～
仇
コ
で
、
背
任
市
の
成
り
が
人
口
宏
、
ら
れ
た
H
ハ
体
例
y
し
し
て
は
、

小
川
ω

事
務
の
い
FK
注
に
d

っ
て
受
け
向
山
っ
～
一
金
銭
を
本
人
に
引
き
は
さ
白
か
っ
た
事
案
、
作
！
人
ム
ム
引
の
民
約
役
が
、
自
己
の
お
ど
喜
市
！
違
反
行

さ、－

K
い
義
務
Tv
あ
る

片
付
に
よ
っ
て
光
司
さ
一

J

一
た
当
該
取
締
役
に
刻
す
る
八
百
む
の
利

p

ハ川吸

i
請
求
権

か
っ
た
平
均
g
A
K
V
F
乍
げ
ら
れ
よ
巳

U

す
な
わ
ち
、
釘
り
八
干
の
引
渡
や
単
純
は
領
訪
履
行
り
義
務
は
、
財
産
保
一
世
ム
布
市
町
を
告
、
う
者
刀
れ
の
者
J
u
d

＇、んム
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r日

A
H
ぅ
、
て
フ
な
通
常
の
義
務
、
ζ
内
存
に
お
い
て
変
ム
ナ
り
が
た
い
、
も
の
で
あ
る
か
ス
ュ
の
違
反
は
背
任
罪
に
お
け
る
義
務
迭
反
と
は
一
計
制

さ
れ
白
い
こ
vフ
ス
ア
れ
て
い
る
」

J、
円問

さ
ら
に
、
防
体
保
護
義
務
を
負
う
者
が
、
本
人
心
肘
－
ぱ
を
航
中
即
日
あ
る
い
は
奪
較
す
J

る’ケ
v

ス
れ
問
説
と
な
る
〉
こ
こ
で
は
、
行
為
者

が
牛；,, 
ノ、
づA

'o 
Pえ
が、
才L

H才
藍
保
t安
当L
手そ：

務
手い

1主
f株

Lう
Y、

ロ人

／一口

j也

万全

力
'" れY

1叫
f•I: 

）
か
は
じ
め
て
弐
ぷ
達
反

z
V
｝
り
技
｛
九
す
る
ャ
；
ま
で
は
必
史
ζ

さ
れ
て
い
な
い
。

能
で
J

め
る
と
レ
う
必
裂
は
な
い
と
い
考
え
ら
れ
て

、
義
務
況
反
行
為
が
仏
軍
一
者
に
よ
っ
て
は
長
行

rJる
こ
に
か
不
吋

仇
方
、
行
為
者
の
丸
山
ら
一
ゆ
る
義
務
泣
反
行
局
が
背
汀
罪
と
な
る
と
い
工
つ
こ
と
も

一
般
に
芹
む
さ
い
句
、
レ
る
＝

J
7
4」
は
ら
、
、
一
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
る
と
、
対
阿
保
護
義
務
に
木
人
の
刻
一
昨

hv
侵
害
「
る
こ
と
の

一
対

的↓ばいいポ
τ
日
も
合
ま
れ
る
こ
と
に
な

η

ス
ー
パ
ー
マ

1
ケ
吋
、
テ
工
f
l

ン
の
取
締
役
が
伝
聞
に
チ
ェ
！
こ
り
附
舗
に
伎
人
し

則
一

円
刷
物
を
本
取
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
、
む
吋
什
f
F下
で
処
罰
さ
れ
る
こ

2
に
な
っ
亡
し
ま
う
か
ら
亡
あ
る

例
え
ば
、

こ
、
り
よ
ぷ
な
帰
が
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
、
制
別
心
義
務
途
反
は
権
ハ
ユ
同
地
ね
と
あ
る
か
作
肢
の
川
内
定
性
は
持
二
ね
ば
な
り
た
い

と

rJる
限
定
い
md
試
み
ら
れ
て
い
る
に

ム
口
に
の
み
庁
任
罪
に
と
っ

、
行
為
げ
か
、
制
定
保
護
義
務
に
よ
っ
て
ι
人
促
付
げ
ら
れ
る
任
前
前
後
域
の
内
部
に
の
る
場

の
あ
る
義
務
達
反
？
と
し
て
託
制
さ
れ
る
と
い
ぶ
比
断
、
背
任
罪
（
U
川
札
口
制
収
拠
は
判
別
の
権
丸
的
地
町

み」勾
J

え
ら
れ
た
行
為
ア
↓
に
よ
る

MTf佼
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
、
り
、

語
一
反
さ
れ
た
義
務
と

M
r保
設
義
務
と
の
聞
に
機
能
的
述
悶

（

T
2
4
2
5
一2
v
y
z

市
谷
叶
討
に

L
、
え
は
そ
の
他
の
方
法
に
お
い
て
決
心
的
に
侭
d
dじ
ざ
た
弘
ム
口
乏
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

際
化
J
的
達
関

を考山岡山一

zq
九
併
に
よ
れ
ば
、

行
為
者
ピ
ヒ
ゴ
ス
ら
れ
た
特
別
の
泡
付
子
、

他
人
に
は
作
在
ず
る
山
一
桂
川
半
口
行
為
へ
の
降
六
を
排
除
で
き

る
場
合
に
昔
日
い
罪
が
認
め

b
れ
る
h

ご
〈
ピ
は
司
令
n

背
汗
行
為
を
午
ー
務
領
域
一
け
九
誌
に
限
定
」
つ
る
い
解
は
、
そ
の
午j
歌
初
心
範
ほ
i

を
ー
肘
時
一
以
可
主
義
務
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
九
れ
る
E

ェ
い 般
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う
以
卜
に
は
規

P

に
L
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い

υ

九
仔
什

ru什
は
牡
村
山
な
信
任
関
係
の
違
反
を
処
罰
す
る
犯
罪
で
あ
る
以
卜
、
ボ
人
の

別
伝
に
対
す
る
あ
っ
ぬ
る
山
川
T
H
行
為
を
背
任
’
れ
ぬ
と
許
仰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

機
器
的
伸
一
関
を
要

A4Fる
、
」
こ
が
必

出
丸
一
解
さ
れ
る
ん
＼
だ
白
、
際
化
花
的
述
闘
を
考
慮
す
る
対
恨
の
山
口
部
で
は
、
行
為
お
が
、
河
内
対
の
也
市
州
一
j

る
物
を
r
肩
脱
又
は
窃
収
ず
る

ぬ
ム
口
ん
J

一
け
で
は
な
く
、

汀
務
の
範
出
」
外
に
あ
Q
物

ー九つい
J
I
L

行
為
蓄
の

、
行
為
者
が
権
限
Jrf河
た
は
い
支
慌
の
花
コ
山
）

も
、
吋
ゆ
れ
者
に
汁
7
v
て
存
在
す
る
降
パ
」
口
J
v
f
J
一
心
権
力
的
日
制
依
に
よ
り
排
除
で
き
る
山
崎
九
ー
に
は
、
背
任
況
か
肯
定
さ
れ
（

οの
か
に
い
丹
円
、

内
－
－
っ

l
f
、

子

1Jq去
っ
し

ワ
務
心
気
団
一
か
刻
版
保
設
義
務
に
よ

r
J

て
立
川
礁
付
日
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
権
力
的
抗
伎
の
及
川

考出

前
円
高
と

致
す

J

る
で
丸
山
ろ
加
っ
か
ム

J

、

一
々
で
、
ー
任
務
の
釘
円
高
、
ん
材
監

そ
の
釘
国
外
に
お
け
る
液
力
的
品
川
一
枚
の
行
慢
は
存
え
持
h
v
c

以
設
立
務
と
は
単
な
る
別
の
も
の

戸
川
内
え
ば
、
む
お
高
の
権
限
あ
る
い
は
包
絡

J

に
よ
っ
て
阿
だ
き
れ
る
と
考
え
る
場
合
は
、

z
m
v
よ

;.:1i1・n:, 

？
向
山
手
能
川
も
与
え
ら
れ
る
コ

＆
u
u
b」
4

ヘH
Z↑

｛

h
f
v

、
行
為
者
の
総
力
的
地
位
十
離
れ
に
椛
阪
や
包
枠
で
背
紅
肢
の
成
止
日
恒
例
十
山
肌
P
I
L

ず
る
の
こ
と
の
根
拠
が
問
わ
れ
い
主
－

L
給
対
心
、
と
こ
ろ
、
行
為
者
の
義
務
土
産
以
行
為
が
苦

P
R
の
ム
丁
体
介
り
ね
る
地

U
Lど
の
よ
う
な

行ff＂＇に fつける↑「務述11Y fr作行為）

悶
収
い
を
持
つ
の
ふ
と
い
う
判
断
に
解
け
け
さ
れ
る
と
出
L

わ
れ
る
べ

v

そ
の
絞
り
て
正
要
な
（
U

は
絞
能
的
連
悶
で
あ
っ
て
、
江
U
務
一
り
範
阿

に
よ
る
限
定
は

μへ
し
た
い
と
メ
J

え
ら
れ
る
の

比
古
川
周
一

ハ
い
険
的
攻
リ

－4R
扮
造
反
の
判
内
基
準
Jυ

比
較
的
消
級
化
さ
れ
て
き
主
人
目
、
域
に
、

い
わ
ゆ
る
冒
険
的
取
引

日
’
あ
る
）
冒
険
的

取
引
の
に
義
に
つ
い
て
は
ぷ
説
が
あ
る
。

般
的
に
は

開
設
の
い
わ
い
斗
討
が
利
訴
を
生
h
〕
か
同
町
失
を
凸
」
う
か
の
予
測
が
古
河
去
の
ぷ
確
字
、

性

を

伴

、

つ

公

る

可

能

性

が

あ

る

取

引

卜

の

自

白

裁

量

L

が
J
め
サ
ハ
V

吋必

刊
初
台
、
一
結
果
が
川
町
咲
投
告
と
な
る
わ
γ

ど
う
か
が
不
線
究
明
あ
る
業
務
｝
の
処
分
』
を
行
う
場
台
、
と
も
’
ヰ
式
関
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ピ

乙

JFれ
て
い
る
c

し
か

L
、
以
－
込
は

’〉

よ
れ
ば
、
経
済
泊
J

丸
一
り
作
当
の
部
分
ト
f
H
H
険
的
取
引
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
n
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r日

冒
険
的
攻
引
に
お
け
る
義
務
違
反
の
判
断
に
閉
し
、
従
米
は
、
当
該
職
苛
分
野
に
お
け
る
通
常
の
注
合
一

GEezfEr－－
7
2

J、
円問

と
い
う
般
的
な
草
川
進
が
又
汗
さ
れ
て
い

粁
関
係
心
個
別
件
を
捉
え
を
さ
れ
て
い
な
い
乙
批
川
刊
さ
れ
た
そ
の
後
、

川
）

け
る
話
務
、
在
反
心
主
準
2
限
界
中
確
定
1
る
と
い
う
い
九
併
が
乱
ワ
場
L
、
現
在
で
一
は
ほ
忍
説
化
7

に
よ
れ
ば
、
本
人
の
吉
弘
に
一
致
し
て
い
る
り
か
ど
う
ひ
が
第
一
に
問
わ
れ
、
卒
人
の
苦
宅
、
が
ア
h

明
な
い
」
き
、

こ
れ
に
代
わ
る
明
降
注

叩

C
吋

m
p
r）
」

ー
」
か
し

日
一
ー
は

個
別
事
例
に
耐
用
す
ノ
る
較
に
伐
に
立
た
ず
、
村
下

ノド

人

為
話
!T! 

1司
U〕

内
世'jie「司
も係
むこ 」

υ 百
る険
。的
こ 主人
！）づl
li ：こ
解お

法
律
】
の
規
山
、

取
決
許

J

付
J

が
存
在
す
る
場
合
以
そ
れ
に
従
い
、

こ
れ
ら
も
欠
如
し
て
い
る
場
台
に
、
個
別
事
例
に
お
レ
＼

例
え
ば
株
式
法
九
条
一
度
正
レ
わ
ハ
中
る
一
迂
J

悼
の

h

叶
川
大
江

】

吋
〕

c 

業
ι訪
日
刊
行
の
よ
う

J

川市

般
条
項

的
な
恭
準
げ
が
市
い
ら
れ
る
っ
以

h
C
判
一
射
性
レ
却
は

町
村
山
内
活
動
の
実
墜
に
泣
合
す
る
と
さ
れ
る
す
な
わ
も

何
々
に
存
ノ
一
す
ゐ
内
部

向日
W
J
に
位
…
向
、
ハ
ピ
合
わ
せ
る
こ
と
は
、

叫
打
叫
河
川
山
川
…
む
多
保
川
H
に
出
版
「
る
も
の
で
み
rv
、
本
人
と
C
取
決
め
又
は
伝
説
片
付
に
上
る
許
容
ぢ

わ
る
り
ス
ク
に
つ
い
て
の
刑
バ
峰
、
J
A…
準
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
拠
る
こ
と
は
長
大
心
出
的
安
｛
4
仕
を
提
供
す
る
と
い
、
え
る
か
ら
一

？
イ
y
に
h
m

い
て
は
百
般
的
取
「
J
Jぃ叫ん

従
米
、
青
任
行
為
セ
巡
台
前
加
点
心

川川
H
k
r
f日
へ
！
J
下
フ
ミ
J

J

1

1

）
 

「
吊
叩
骨
一
川

コ
で
あ

J

た

サ
て
ヤ
」

f、
一
叫
ん
出

、
ソ
宗
主
力
ι
4
I

レ

7
1
i
f
i
の
よ
う
な
般
的
立
竣
札
な
法
ホ
に
終
わ
る
、
一
と
た
く
、
人
j
パ
と
行
為
者
の
問
の
内
部
川
内
係
と
い
う
個
別
事
例
H

右
は

〕
た
見
併
が
汗
場
、

J

て
い
る
つ

山
ト
の
議
論
は
冒
険
的
夜
リ
と
レ
ス
ノ
背
任
罪
、
巾
’
問
題
と
ん
d

る
恥
い
え
の
場
的
に
限
っ
て
行
わ
れ
た
B

の
ど

尻
地
主

L
a
い
と
主
一
hl

え一ゐげ子、

自
殺
的
な
引
の
ー
ん
並
r山
口
体
パ
炉
、
円
何
度
の
リ
ス
ク
を
持
つ
行
為
し
？
っ
、

ド
九
呆
が

J

小
母
長
な
行
弘
に
ま
で
拡
張

さ
れ
三
結
果
、
で
の
範
囲
は
U

円
相
罪
が
問
辿
と
な
る
場
面
の
大
部
分
を
占
め
る
に
手
っ
て
い
る
と
日
〔
】
わ
れ
る
。
そ
の
と
め
、
民
的
は

H

険
的
以
引
の
議
論
を
念
頭
に
お
い
て
背
任
行
為
一
般
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
一
ミ
に
日
っ
て
き
て
い
る
、
こ
の
討
に
悶
L
て
は

J

ぽ
に
な
削

7

ノ
く
検
討
す
る
。
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品
目
山
以

士
と
み
一

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
七
本
f
司
校
内

「
背
粁
行
列
吋
」
が
け
百
か
ら
丸
山
町
的
に
論
じ
ら
れ
こ
き
た
り
け
と
は
な
い
け
れ
ー
と
も

的
ヨ
請
す
ー
の
議
論
か
ら
以

r
の
慌
精
が
弓
き
…
凸

5
れ
る
よ
う
に
ハ
一
ね
れ
る

ま
y
号
、
私
川
い
と
の
m
A
係
に
お
い
に
は

行
為
者
と
本
ヘ
け
刈
一
部
河
係
い
引
達
小
山
又
は
良
俗
涯
一
民
で
あ
る
場
合
か
説
諭
さ
’
れ
て
い
J
J

。
こ

こ
で
は
、

在

J
U
な
作
い
務
中
一
干
に
実
行
し
仕
い
場
ム
い
は
義
政
没
反
で
は
な
川
」
、
及
び
、

為
法
な
H
r
u
N
b」
守
え
ら
れ
ー
～
場
合
に
下
れ
と

は
別
の
刈
崖
処
分
を
行
う
泌
合
は
、
中
！
な
政
処
分
行
為
に
つ
レ
て
義
務
還
に
が
判
寓
さ
れ
る
」
と
い
う
い
叫
一
市
、
い
導
か
れ
る
と
併
さ
ー
れ
る
し

考出

次
に
、
私
自
人
が
行
為
γ
刊
の
行
為
に
日
川
意
を
一
づ
え
て
レ
る
場
合
は

権
限
心
採
用
も
財
己
保
設
義
務
の
遵
r
K
J
b
欠
航
［
て
レ
る
行
め
に

北
弓
ド
レ
幻
為
は
F

日
汁
ぉ
ー
し
な
い
と
す
る
埋
尚
一
も
叶
比
仙
の
ご
と
と

1
て
レ
ヘ
持
き
れ
る

v

;.:1i1・n:, 

ま
に
、
背
任
罪
の
王
科
目
が
白
ρ
止
さ
れ
Q
若
心
行
為
が
全
て
設
計
明
達
以
と
評
～
約
さ
れ
る
わ
け
て
は
な
く
、
注
入
さ
れ
た
淘
別
心
義
務

と
刻
産
似
一
一
義
務
の
同
二
被
限
的
運
閥
、

Lrな
わ
ち
、
行
為
者
の
地
け
が
蕊
務
注
反
行
為
な
れ
准
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
だ
と

行ff＂＇に fつける↑「務述11Y fr作行為）

f

、

〉

ノ

》

〈

汁
じ
士
以

rzz

ぷ
伐
に
、
冒
険
的
取
引
の
議
論
に
お
い
て
は
、

許
さ
れ
る
一
勺
為
か
否
か
わ
判
断
す
る
え
一
帯
に
つ
い
て
、

当
設
職
業
分
刃
に
お
け
る
河
一

常
の
、
正
な
こ
い
よ
一
般
的
な
も
の
か
ら
、
行
為
暑
と
人
J

人
の
聞
の
H
（
体
的
門
出
関
係
へ
と
、
木
人
の
は
ロ
山
田
必
宇
一
三
税
店
2
0方
向
い
判
例
・

通
説
は
仙
川
い
亡
き
て
い
る

J

り
で
れ
ば
J

久
山
？
な
も
の
と
↓

3
れ
る
が
、
「
日
日
続
的
成
引

の
辞
凶
が

リ
ス
ク
の
あ
る
玖
民
行
為
般
へ

と
拡
張

f
る
側
一
同
が
門
地
つ
れ

紋
y

一
生
重
な
る
と
も
兄
ら
れ
る

c
z、
さ
り
に
以
「
ず
検
討
を
続
け
る
こ
こ
に
す

る
dlλ

ト
土
、

1
l

’
I

、
川
半
に
お
、
ず
は

一
、
少
な
く
と
も
当
覚
的
に
は
、
議
論
？
れ
て
、
」
な
か
っ
己
点
、
C
為
り
、
時
ド
正
行
為
の
有
一
容
を
え
咋
化
す

る
も
の
乙
し
で
右
っ
す
べ
き
も
の
こ
与
え
ら
れ
る
。

例
別
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廿
ヨ
ハ
寸
戸
J
〉
ム
出
〈
｝
切
出
。
凶
日
C
V

／
山
a
r
】
一
a
h
プ
＼
ω
η
プ
ペ
p
v
p
斗
ハ
局
、
J
r
門
知
一
4
寸
山
一
ュ
－
2
3
（
〕
一
月
づ
い
ニ

（
2
一
泊
引
同
で
あ
る
主
R
T
J可

h
L
h
L
二
－
m
三
日
山
三
以
内
｝
戸
以
内
｝
p
円
台
ロ
η
「
円
三
、
古
3
2
三
位
位
（
｝
市
ん
3
］
ア
〉
ミ
戸
＼
f
J
Jケ
2
4
p
p
ι
士
見
5
1
V
H
卑
、

な
る
け
見
解
乙
し
て
、
f
N
Y
N
H
己
主
5
2
2
7
M
P
Y
T
F
有
2
2
5
一
月
一
コ
ヲ
ア
n
Z
F
F
r
d
z’E
Z
｝
己
苦
ニ
U
E
Z
（
＝
4
2
げ
の
ぺ
ん
じ
た
心
、
一
仲

間
M
ん
ヤ
一
、
行
お
守
に
つ
子
コ
れ
に
権
限
の
ど
行
に
お
J
て
ノ
沼
叫
が
れ
ξ
あ
り
へ
ゆ
G
財
岸
川
芹
行
為
一
－
寸
少
々

v
r〆
、
ニ
の
オ
同
町
v
l
川
叫
1
J
て
は
、

げ
為
苦
辻
、
一
六
ハ
荒
川
J
H
火
求
す
る

4
つ
な
込
へ
J
権
限
及
ジ
主
務
什
汁
権
肌
と
は
な
〈
、
日
制
心
中
泣
出
し
て
し
る
に
泊
ぜ
な
い
乙
の
批
判
日
付
J
同

「
ノ
ア
ポ
ー
レ
ヲ
匂
ヘ
印
の
丁
＼
印
の
丁
＼
刊
ハ
ロ
の
一
《
3
2
＼
市
《
4
3
3
叩
旬
以
（
）
今
国
コ
コ
＼

ご
す
一
ぜ
げ
と
｝
げ
と
丁
｛
江
戸
ム
f
戸
2
で
さ
コ
ス
一
二
』
二
（
グ
丈
ニ
戸
川
1
1
〈
戸
一
一
ご
Z
f
z
z
戸
川
ス
ニ
山
戸
大
：
c
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